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社会保障
382,938
(33.2％)

地方交付税
交付金等
188,728
(16.4％)

防衛関係費
86,691
(7.5％)

公共事業
60,858
(5.3％)

文教及び
科学振興

56,560
(4.9％)

その他
94,025
(8.2％)

債務償還費
176,693
(15.3％)

利払費等
105,485
(9.2％)

国債費
282,179
(24.5％)

一般歳出
681,071
(59.1％)

一般会計

歳出総額

1,151,978

(100.0％)

（（１１））歳歳出出内内訳訳

（単位：億円）

１．令和７年度一般会計予算

国の一般会計歳出では、社会保障関係費と地方交付税交付金等と国債費（国債の元利払いに充てら
れる費用）で歳出全体の約４分の３を占めています。

Ⅰ．我が国財政の現状

第１部 我が国財政について

※「一般歳出」とは、歳出総額から国債費及び地方
交付税交付金等を除いた経費のこと。

※「基礎的財政収支対象経費」（＝歳出総額のうち
国債費の一部を除いた経費のこと。当年度の政策
的経費を表す指標）は、873,323（75.8％）

（注１） 計数については、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しないものがある。
（注２） 一般歳出における社会保障関係費の割合は56.2％。

予算（令和７年度）

食料安定供給 12,609 （1.1％）
エネルギー対策 8,111 （0.7％）
経済協力 5,050 （0.4％）
中小企業対策 1,695 （0.1％）
恩給 623 （0.1％）
その他の事項経費 58,543 （5.1％）
予備費 7,395 （0.6％）
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租税及び印紙収入

778,190

(67.6％)

所得税
226,660
(19.7％)

法人税
192,450
(16.7％)

公債金
286,471
(24.9％)

消費税
249,080
(21.6％)

その他
110,000
(9.5％)

一般会計

歳入総額

1,151,978

(100.0％)

特例公債
218,561
(19.0％)

建設公債
67,910
(5.9％)

その他収入
87,318
(7.6％)

相続税 34,610（3.0％）
揮発油税 19,760（1.7％）
酒税 11,740（1.0％）
関税 9,890（0.9％）
たばこ税 9,530（0.8％）
石油石炭税 6,010（0.5％）
自動車重量税 4,070（0.4％）
電源開発促進税 3,070（0.3％）
その他の税収 1,020（0.1％）
印紙収入 10,300（0.9％）

令和７年度の一般会計予算における歳入のうち税収は約78兆円を見込んでいます。本来、その年の
歳出はその年の税収やその他収入で賄うべきですが、令和７年度予算では歳出全体の約４分の３しか
賄えていません。この結果、残りの約４分の１を公債金すなわち借金に依存しており、これは将来世代
の負担となります。

（（２２））歳歳入入内内訳訳

（単位：億円）予算（令和７年度）

うち防衛力強化
のための対応

26,659
(2.3％)
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我が国財政は歳出が税収を上回る状況が続いています。その差の多くは借金（建設公債・特例公債）
によって賄われています。

２．一般会計における歳出・歳入の状況

（注１）令和６年度までは決算、令和７年度は予算による。点線は当初予算による。
（注２）特例公債発行額は、平成２年度は湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するための臨時特別公債、平成６～８年度は消費税率３％から

５％への引上げに先行して行った減税による租税収入の減少を補うための減税特例公債、平成23年度は東日本大震災からの復興のために実施する施策の
財源を調達するための復興債、平成24年度及び25年度は基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達するための年金特例公債を除いている。
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一般会計税収（点線は当初予算ベース）

建設公債発行額

特例公債発行額

一般会計歳出（点線は当初予算ベース）
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特例公債発行額（左軸）

公債依存度（右軸）

（％）

建設公債発行額（左軸）

令和７年度の公債依存度（公債発行額／一般会計歳出）は24.9％と見込まれています。

３．公債発行額、公債依存度の推移

（年度）

（注１）令和６年度までは決算、令和７年度は予算による。

（注２）特例公債発行額は、平成２年度は湾岸地域における平和回復活動を支援する財源を調達するための臨時特別公債、平成６～８年度は消費税率

３％から５％への引上げに先行して行った減税による租税収入の減少を補うための減税特例公債、平成23年度は東日本大震災からの復興のために

実施する施策の財源を調達するための復興債、平成24年度及び25年度は基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達するための年金特例公

債を除いている。

（注３）公債依存度は公債発行額を一般会計歳出総額で除して算出。

(1975) （1980） （1985） （1990） （1995） （2000） （2005） （2010） （2015） （2020） (2025)
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（兆円）

グラフ タイトル

建設公債
残高

特例公債残高

復興債残高

４．普通国債残高の累増

普通国債残高は、累増の一途をたどり、令和７年度末には1,129兆円に上ると見込まれています。

（1965） （1970） （1975） （1980） （1985） （1990） （1995） （2000） （2005） （2010） （2015） （2020） (2025)

（年度末）

（注１）令和６年度末までは実績、令和７年度末は予算に基づく見込み。
（注２）普通国債残高は、建設公債残高、特例公債残高及び復興債残高。特例公債残高は、昭和40年度の歳入補填債、国鉄長期債務、国有林野累積債務等

の一般会計承継による借換債、臨時特別公債、減税特例公債、年金特例公債、GX経済移行債及び子ども・子育て支援特例公債を含む。

（注３）令和７年度末の翌年度借換のための前倒債限度額を除いた見込額は1,074兆円程度。
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社会保障基金債務　２３兆円

独法等債務　２９兆円

①国と地方の公債等残高 ②国及び地方の長期債務残高 ③国債及び借入金現在高 ④ 一 般 政 府 債 務 残高

<令和７年度末見込> <令和７年度末見込> <令和７年度末見込> <令和５年度末実績>

【内閣府計量分析室】 【財務省主計局調査課】 【財務省理財局国債企画課】 【内閣府経済社会総合研究所】

借入金等　８１兆円
一般会計借入金６兆円

普通国債
１，１２９兆円
（１，０７４兆円）

普通国債
１，１２９兆円
（１，０７４兆円）

普通国債
１，１２９兆円

（１，０７４兆円）

１，４７４兆円
（１，４１９兆円）

１，４４１兆円

財投債　９１兆円１，３３０兆円
(１，２７５兆円)

地方政府債務　１７５兆円１，２９１兆円
（１，２３６兆円）

政府短期証券　１９９兆円
地方債等　１７２兆円

国債　９９１兆円

地方債１３１兆円
国庫短期証券　１４２兆円

借入金等　５６兆円交付税特会借入金　２６兆円
借入金等　３０兆円

利払・償還財源が主として税財
源により賄われる国・地方の長
期債務を集計したもの。

市場からの調達など、国の資
金調達活動の全体像を示す
ための残高

交付税特会の借入金26兆円を含む

交付税特会の借入金26兆円を含む

一般的な政策経費から発生
した長期債務を集計したもの。

国際比較に資するため、世界共
通の基準（SNA)に基づき、一般
政府（中央政府、地方政府及び
社会保障基金）の債務残高を集
計したもの。

交付税特会の借入金29兆円を含む

１，２８２兆円

（１，２２７兆円）

※復旧・復興対策、ＧＸ対策

及びＡＩ・半導体支援の経費

及び財源の金額を除くベース

中
央
政
府
債
務

５５６兆円

（参考）一般政府純債務残高

普通国債以外にも借入金や地方債などの長期債務が存在します。これらを国・地方の双方について
集計した「国及び地方の長期債務残高」は、令和７年度末に1,330兆円（対GDP比209％）に達する見込
みです。

５．国及び地方の長期債務残高

（注１） 「交付税特会」とは、「交付税及び譲与税配付金特別会計」を指す。
（注２） ( )内は、翌年度借換のための前倒債限度額（55.0兆円）を除いた値。
（注３） 令和７年度末の普通国債は、復興債（約4.6兆円）を含む値。
（注４） ①の一般会計借入金とは交付税特会借入金の一部を一般会計に承継したもの。
（注５） ②の地方債等には、地方債、交付税特会借入金、地方公営企業債（普通会計負担分）（約14兆円）が含まれる。
（注６） ②及び③の借入金等＝借入金＋出資国債等。なお、②の借入金等は、地方の負担で償還される交付税特会借入金残高（約26兆円）を除いた値。
（注７） ④の国債は普通国債、交付国債及び承継国債、④の借入金等は出資国債等を含む。
（注８） ④の国債及び地方政府債務に含まれる地方債は時価ベース。
（注９） ①、②及び③は令和７年度予算及び地方債計画等に基づく見込み。
（注10）「一般政府純債務残高」は、「一般政府債務残高」から金融資産残高（一般政府）（約885兆円）を差し引いたもの。

（注１）ＧＤＰは、令和５年度までは実績値、令和６年度及び令和７年度は「中長期の経済財政に関する試算」（令和７年８月７日）による。
（注２）債務残高については、国は、令和６年度末までは実績値、令和７年度末は予算に基づく見込み、地方は、令和５年度末までは実績値、令和６年度

末及び令和７年度末については地方債計画等に基づく見込み。
（注３）東日本大震災からの復興のために実施する施策に必要な財源として発行される復興債及び、基礎年金国庫負担２分の１を実現する財源を調達す

るための年金特例公債、GX経済移行債、及び子ども・子育て支援特例公債を普通国債残高に含めている。
（注４）令和５年度末までの（ ）内の値は翌年度借換のための前倒債発行額を除いた計数。令和６年度末、令和７年度末の（ ）内の値は、翌年度借換の

ための前倒債限度額を除いた計数。
（注５）交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金については、その償還の負担分に応じて、国と地方に分割して計上している。なお、平成19年度初を

もってそれまでの国負担分借入金残高の全額を一般会計に承継したため、平成19年度末以降の同特会の借入金残高は全額地方負担分（令和７年
度末で26兆円）である。

（注６）このほか、令和７年度末の財政投融資特別会計国債残高は91兆円。

（参考）各種統計における債務残高

（単位：兆円）

平成2年度末 平成10年度末 平成15年度末 平成20年度末 平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末 令和元年度末 令和2年度末 令和3年度末 令和4年度末 令和5年度末 令和6年度末 令和7年度末

(1990 年度末) (1998 年度末) (2003 年度末) (2008 年度末) (2011 年度末) (2012 年度末) (2013 年度末) (2014 年度末) (2015 年度末) (2016 年度末) (2017 年度末) (2018 年度末) (2019 年度末) (2020 年度末) (2021 年度末) (2022 年度末) (2023 年度末) (2024 年度末) (2025 年度末)

＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜ 実 績 ＞ ＜国：実績、
地方：見込み＞

＜予算＞

国
199 390 493 573 694 731 770 800 834 859 881 901 914 973 1,017 1,053 1,080 1,106 1,159

( 197 ) ( 387 ) ( 484 ) ( 568 ) ( 685 ) ( 720 ) ( 747 ) ( 772 ) ( 792 ) ( 815 ) ( 832 ) ( 850 ) ( 870 ) ( 964 ) ( 1,002 ) ( 1,037 ) ( 1,055 ) ( 1,081 ) ( 1,104 )

普通国債
残高

166 295 457 546 670 705 744 774 805 831 853 874 887 947 991 1,027 1,054 1,080 1,129

( 165 ) ( 293 ) ( 448 ) ( 541 ) ( 660 ) ( 694 ) ( 721 ) ( 746 ) ( 764 ) ( 786 ) ( 805 ) ( 823 ) ( 843 ) ( 937 ) ( 976 ) ( 1,012 ) ( 1,029 ) ( 1,055 ) ( 1,074 )

対ＧＤＰ比
37% 55% 87% 106% 134% 141% 145% 148% 149% 152% 154% 157% 159% 176% 179% 181% 177% 175% 177%

( 37% ) ( 55% ) ( 85% ) ( 105% ) ( 132% ) ( 139% ) ( 141% ) ( 142% ) ( 141% ) ( 144% ) ( 145% ) ( 148% ) ( 151% ) ( 174% ) ( 176% ) ( 178% ) ( 173% ) ( 171% ) ( 168% )

地 方 67 163 198 197 200 201 201 201 199 197 196 194 192 192 191 187 183 178 172 

対ＧＤＰ比 15% 30% 38% 38% 40% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 35% 35% 36% 34% 33% 31% 29% 27%

国・地方
合計

266 553 692 770 895 932 972 1,001 1,033 1,056 1,077 1,095 1,106 1,165 1,208 1,239 1,262 1,284 1,330

( 264 ) ( 550 ) ( 683 ) ( 765 ) ( 885 ) ( 921 ) ( 949 ) ( 972 ) ( 991 ) ( 1,012 ) ( 1,028 ) ( 1,044 ) ( 1,062 ) ( 1,156 ) ( 1,193 ) ( 1,224 ) ( 1,238 ) ( 1,259 ) ( 1,275 )

対ＧＤＰ比
59% 103% 131% 149% 179% 187% 190% 191% 191% 194% 194% 197% 199% 216% 218% 219% 212% 208% 209%

( 59% ) ( 103% ) ( 130% ) ( 148% ) ( 177% ) ( 184% ) ( 185% ) ( 186% ) ( 183% ) ( 186% ) ( 185% ) ( 188% ) ( 191% ) ( 215% ) ( 215% ) ( 216% ) ( 208% ) ( 204% ) ( 200% )
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（兆円）

地方交付税交付金等
（＋93兆円）

社会保障関係費
（＋約494兆円）

その他歳出（除く債務償還費）公共事業関係費（＋約70兆円）

特例公債の発行から脱却することのできた平成２年度以降の普通国債残高の累増について見ると、
歳出面では、高齢化の進行等に伴う社会保障関係費の増加や地方交付税交付金等の増加が主要因と
なっています。また、歳入面では、過去の景気の悪化や減税による税収の落ち込みが主要因となってい
ます。

６．普通国債残高の増加要因

平成２年度末から令和７年度末にかけての普通国債残高増加額：約958兆円

歳出の増加要因 ： ＋約735兆円

税収等の減少要因 ： ＋約36兆円

 ： ＋約99兆円

その他の要因（国鉄等債務承継など） ： ＋約87兆円

部部分分だだけけでで普普通通国国債債残残高高

増増加加額額のの７７割割程程度度をを占占めめるる。。

（注１）令和６年度までは決算、令和７年度は予算による。ただし、令和７年度歳出額には、令和６年度から令和７年度への繰越額を含む。

（注２）復興債（平成23年度は一般会計において、平成24年度以降は東日本大震災復興特別会計において負担）を普通国債残高からは除くとともに（令

和７年度末で4.6兆円）、平成23年度歳出のうち復興債発行に係るもの（7.6兆円）を除いている。

（注３）税収のうち交付税法定率分は、歳入歳出両建てである（増減が残高の増加に影響しない）ため、歳出・歳入双方の増減要因から控除し、地方交

付税交付金等のうちの交付税法定率分以外の部分（地方の財源不足補てん部分等）を歳出の増加要因として計上している。

（注４）平成２年度の収支差分は、債務償還費を除いた歳出から公債金以外の歳入を差し引いたもの。

(1990)(1991)(1992)(1993)(1994)(1995)(1996)(1997)(1998)(1999)(2000)(2001)(2002)(2003)(2004)(2005)(2006)(2007)(2008)(2009)(2010)(2011)(2012)(2013)(2014)(2015)(2016)(2017)(2018)(2019)(2020)(2021)(2022)(2023)(2024)(2025)

（年度）

（年度）

平成２年度の収支差分による影響
（約2.8兆円（平成２年度収支差分）×35年分（平成３～令和７年度））

(1990)(1991)(1992)(1993)(1994)(1995)(1996)(1997)(1998)(1999)(2000)(2001)(2002)(2003)(2004)(2005)(2006)(2007)(2008)(2009)(2010)(2011)(2012)(2013)(2014)(2015)(2016)(2017)(2018)(2019)(2020)(2021)(2022)(2023)(2024)(2025)
平

平

令

令

▲ 25
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▲ 5
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30
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（兆円）

税収減（＋約140兆円）

その他収入

7



公共事業
6.1

文教・科技
5.7

その他
9.4

防衛
8.7

社会保障
38.3

(33.2%)

交付税
18.9 債務償還費

17.7
利払費等

10.5

税収
77.8

その他収入
8.7

建設国債
6.8

特例国債
21.9

７．平成２年度と令和７年度における国の一般会計歳入歳出の比較

（単位 ： 兆円）

特例公債の発行から脱却することのできた平成２年度予算と比較すると、令和７年度予算では、社会
保障関係費が大幅に増え、特例公債で賄っています。

公共事業

6.2
文教・科技

5.1

その他

9.6

防衛

4.2

社社会会保保障障

1111..66  
交付税

15.3 債務償還費

3.1 

利払費等

11.2 （（1177..55％％））

【平成２（1990）年度当初予算】

歳入
66.2

歳出
66.2

歳入
115.2

歳出
115.2

【令和７（2025）年度予算】

＋＋4499..00 + 4.8 ＋＋2266..77

一般歳出

（注）括弧内は一般会計歳出に占める社会保障関係費の割合。

＋＋1133..99+ 3.6

国債費
14.3

決算
60.1

税収

58.0 

その他

収入

2.6 

建設国債

5.6 

（参考）一般会計税収の推移

（年度）

国債費
28.2

60.1

51.9 50.7
49.1

41.5

56.3

60.8

72.1
75.2

7777..88

26.0

19.5
18.8

15.6

13.0

17.8

19.2

22.1
21.2

2222..77
18.4

13.7

11.7

13.3

9.0
10.8

11.2

15.9

17.9
1199..22

4.6 
5.8 

9.8 
10.6 

10.0 

17.4 

21.0 
23.1 

25.0 2244..99  
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平２

(1990)

平７

(1995)

平12

(2000)

平17

(2005)

平22

(2010)

平27

(2015)

令２

(2020)

令５

(2023)

令６

(2024)

令７

(2025)

（兆円）

法人税(右軸)

一般会計税収計(左軸)

消費税(右軸)

所得税(右軸)

（兆円）

（注）令和６年度以前は決算額、令和７年度は予算額である。
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我が国は諸外国と比べ、給付と負担のバランスが不均衡の状態に陥っており、制度の持続可能性を

確保するための改革が急務です。

８．ＯＥＣＤ諸国における社会保障支出と国民負担率の関係

国民負担率（対GDP比）

（％）

一
般
政
府
の
社
会

保
障
支
出
（
対

G
D

P
比
）

（％）

○ 右図の青線は、（特例公債発行から脱却した1990年度におけ
る非社会保障支出対GDP比を前提として、）社会保障の給付と
負担のバランスがとれ、プライマリーバランスが均衡している状
況を示しています。この青線よりも上に位置している年度は、社
会保障給付を租税と社会保険料等（国民負担）で賄えておらず、
プライマリーバランスが赤字となっていることを意味しています。

○ 日本は、戦後、高度経済成長に伴い負担とバランスがとれた
形で給付を増やしてきました。

○ しかしながら、1990年度以降は、少子高齢化に伴い、社会保
障給付費が増大する一方で、それに見合った負担は確保され
ておらず、給付と負担がアンバランスとなっていることがわかり
ます。引き続き、社会保障の持続可能性を高めるため、歳出・
歳入両面の改革の取組を続けていくことが必要です。

（参考）日本の社会保障支出と国民負担率の変遷

オーストラリア

オーストリア

ベルギー

チェコ

デンマーク

エストニア

フィンランド フランス

ドイツ

ギリシャ

ハンガリー

アイスランド

アイルランド
イスラエル

イタリア

日本（2015）

韓国

ラトビア

ルクセンブルク

オランダ

ノルウェー

ポーランド

ポルトガル

スロバキア

スロベニア
スペイン

スウェーデン

スイス

英国

米国

10
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35

20 25 30 35 40 45 50

日本（2015）

日本（2060）

改革を行わない場合、
社会保障支出が膨張

日本（1955）

日本（1980） 日本（1990）

日本（2015）

日本（2060）

5

10

15

20

25

30

35

15 20 25 30 35 40 45

国民負担率(対GDP比)

国国民民負負担担のの
引引上上げげ

成成長長率率をを上上回回るる給給付付のの伸伸びび

給給付付のの伸伸びびのの抑抑制制
（（社社会会保保障障制制度度のの改改革革））

組組みみ合合わわせせ

(出所） 内閣府「国民経済計算」。ただし、社会保障支出は、1955年の日本の値については国立
社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」における社会保障給付費。

（注１） ここでのプライマリーバランスは「国民負担率－（社会保障支出＋非社会保障支出〔利払 
費を除く〕）」 （いずれの値も対ＧＤＰ比）として簡便に捉えたものであり、ＳＮＡベースの
プライマリーバランスとは異なる。

（注２） 非社会保障支出は、1990年度は対ＧＤＰ比約15.8％であり、それ以降もほぼ同水準（15％
台）で推移している。

一
般

政
府
の
社
会
保
障
支
出

(対
G

D
P
比

)

（％）

（％）

（出所）国民負担率： OECD “National Accounts”、“Revenue Statistics”、 内閣府「国民経済計算」等。
   社会保障支出： OECD “National Accounts”、内閣府「国民経済計算」。
（注１） 数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。
（注２） 日本は2015年度実績、諸外国は2015年実績（アイスランド、オーストラリアについては2014年実績）。
（注３） 日本の2060年度は、財政制度等審議会「我が国の財政に関する長期推計（改訂版）」（2018年４月６日 起草検討委員提出資料）より作成。
（注４） 網掛け部分は、日本・諸外国の各座標とその回帰線からの距離の９５％信頼区間を表している。
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我が国の国民負担率は、諸外国と比べて低いのが現状です。我が国の財政や社会保障の仕組みを
持続的なものとしていくためには、高齢化に伴う社会保障給付費の増加と国民の負担の関係について、
国民全体で議論していく必要があります。

９．国民負担率の国際比較

国民負担率（対国民所得比）のOECD諸国との比較

：社会保障負担率

：租税負担率

（対
国
民
所
得
比
：％
）

【国民負担率＝租税負担率＋社会保障負担率】 【潜在的国民負担率＝国民負担率＋財政赤字対国民所得比】

租税負担率

社会保障負担率

財政赤字対国民所得比

（対国民所得比：％（括弧内は対GDP比））

フランス
（2022年）

スウェーデン
（2022年）

ドイツ
（2022年）英国

（2022年）

米国
（2022年）

日本
（2025年度）

日本
（2022年度）

（％）

（注１）日本の2025年度（令和７年度）は見通し（令和７年度予算に基づくもの）、2022年度（令和４年度）は実績。諸外国は2022年実績値。
（注２） 財政収支は、一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。

  ただし、日本については、社会保障基金を含まず、米国については、社会保障年金信託基金を含まない。
（出典）日本：内閣府「国民経済計算」等 諸外国：OECD “National Accounts”、 “Revenue Statistics”、 “Economic Outlook 116”（2024年12月）、アメリカ

商務省経済分析局

（注１） OECD加盟国38カ国中36カ国。オーストラリアについては推計による暫定値。それ以外の国は実績値。
 コロンビア及びアイスランドについては、国民所得の計数が取得できないため掲載していない。

（注２） 括弧内の数字は、対GDP比の国民負担率。
（出典）日本：内閣府「国民経済計算」等 諸外国：OECD “National Accounts”、 “Revenue Statistics”、アメリカ商務省経済分析局

国民負担率 46.2 (34.0) 48.4 (34.9) 36.4 (27.9) 49.7 (37.0) 55.9 (41.4) 55.5 (37.0) 68.1 (47.7)

潜在的
国民負担率

48.8 (35.9) 54.6 (39.5) 41.1 (31.5) 55.9 (41.6) 58.8 (43.6) 55.5 (37.0) 74.8 (52.4)
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13 イスラエル
14 ルクセンブルク
15 ポルトガル
16 オランダ
17 ハンガリー
18 ドイツ
19 スペイン
20 ラトビア
21 韓国
22 リトアニア
23 スロベニア
24 ポーランド
25 米国
26 エストニア
27 日本
28 スロバキア
29 スイス
30 チェコ
31 アイルランド

32.7
31.2
29.9

28.3
28.3
27.9
26.8
25.9
25.5
25.3
25.2
24.8
24.5
24.5
24.0

22.2
22.0
21.9
21.9
21.0

19.3
19.3
18.7
18.5
18.1
17.5
17.3
15.9
15.0
14.6

12.0
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1 フランス
2 フィンランド
3 オーストリア
4 ドイツ
5 イタリア
6 ベルギー
7 デンマーク
8 日本
9 スウェーデン
10 スロベニア
11 スペイン
12 ギリシャ
13 ルクセンブルク
14 ポルトガル
15 英国
16 オランダ
17 チェコ
18 ポーランド
19 スロバキア
20 ノルウェー
21 ラトビア
22 アイスランド
23 リトアニア
24 エストニア
25 米国
26 ハンガリー
27 オーストラリア
28 イスラエル
29 スイス
30 韓国
31 アイルランド

10．ＯＥＣＤ諸国の政府支出及び収入の関係

政政府府のの総総支支出出（（22002222）） 政政府府のの社社会会保保障障支支出出（（22002222）） 政政府府のの社社会会保保障障以以外外のの支支出出（（22002222））

政府の総支出はOECD諸国の中でやや低い水準となっており、その内訳を見ると、社会保障以外の支
出は低く、社会保障支出は、高齢化を反映して中程度となっています。一方で、租税収入や財政収支は、
OECD諸国と比較して、低い水準となっています。

政政府府のの租租税税収収入入（（22002222）） 政政府府のの財財政政収収支支（（22002222））

日本

Ｇ７

その他

（出所）財政収支以外：内閣府「国民経済計算」 、OECD “National Accounts” “Revenue Statistics”等、財政収支：OECD “Economic Outlook 117”（2025年６月３日）
（注１）オーストラリアについては推計による暫定値。それ以外の国は実績値。
（注２）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。

（（対対GGDDPP比比））
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27 リトアニア
28 スイス
29 日本
30 ノルウェー
31 アイルランド
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46.4
46.2
44.8
43.9
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17 ギリシャ
18 スロベニア
19 チェコ
20 オーストリア
21 ポーランド
22 ベルギー
23 米国
24 アイスランド
25 日本
26 英国
27 スペイン
28 フランス
29 ラトビア
30 ハンガリー
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11．財政収支・プライマリーバランス対ＧＤＰ比の推移

我が国の財政収支とプライマリーバランス対GDP比は、赤字が続いています。

（出所）内閣府「国民経済計算」、「中長期の経済財政に関する試算」（令和７年８月７日）

（注１）昭和55年度から平成５年度までは、93SNAベース。平成６年度以降は、08SNAベース。
（注２）平成13年度以前の国財政収支、国・地方財政収支は内閣府「国民経済計算」による。平成14年度以降の国財政収支、国・地方財政収支は内閣府「中長期の経済財政

に関する試算」（令和７年８月７日）（復旧・復興対策、ＧＸ対策及びＡＩ・半導体支援の経費及び財源の金額を除いたベース）により、単年度限りの特殊要因を除いている
ことに留意。

（出所）内閣府「国民経済計算」、「中長期の経済財政に関する試算」（令和７年８月７日）

（注１）昭和55年度から平成５年度までは、93SNAベース。平成６年度以降は、08SNAベース。
（注２）平成13年度以前の国PB、国・地方PBは内閣府「国民経済計算」による。平成14年度以降の国PB、国・地方PBは内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（令和７年

８月７日）（復旧・復興対策、ＧＸ対策及びＡＩ・半導体支援の経費及び財源の金額を除いたベース）により、単年度限りの特殊要因を除いていることに留意。

 財政収支対ＧＤＰ比

 プライマリーバランス対ＧＤＰ比

（年度）

（年度）

(1980)( 8 1 )( 8 2 )( 8 3 )( 8 4 )( 8 5 )( 8 6 )( 8 7 )( 8 8 )( 8 9 )( 9 0 )( 9 1 )( 9 2 )( 9 3 )( 9 4 )( 9 5 )( 9 6 )( 9 7 )( 9 8 )( 9 9 )( 0 0 )( 0 1 )( 0 2 )( 0 3 )( 0 4 )( 0 5 )( 0 6 )( 0 7 )( 0 8 )( 0 9 )( 1 0 )( 1 1 )( 1 2 )( 1 3 )( 1 4 )( 1 5 )( 1 6 )( 1 7 )( 1 8 )( 1 9 )( 2 0 )( 2 1 )( 2 2 )( 2 3 )( 2 4 )( 2 5 )

(1980)( 8 1 )( 8 2 )( 8 3 )( 8 4 )( 8 5 )( 8 6 )( 8 7 )( 8 8 )( 8 9 )( 9 0 )( 9 1 )( 9 2 )( 9 3 )( 9 4 )( 9 5 )( 9 6 )( 9 7 )( 9 8 )( 9 9 )( 0 0 )( 0 1 )( 0 2 )( 0 3 )( 0 4 )( 0 5 )( 0 6 )( 0 7 )( 0 8 )( 0 9 )( 1 0 )( 1 1 )( 1 2 )( 1 3 )( 1 4 )( 1 5 )( 1 6 )( 1 7 )( 1 8 )( 1 9 )( 2 0 )( 2 1 )( 2 2 )( 2 3 )( 2 4 )( 2 5 )
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我が国の財政収支は、他の主要国と同様に平成20年（2008年）秋のリーマンショックの影響による悪
化から改善傾向にありましたが、新型コロナウイルス感染症への対応のため、令和２年（2020年）は大
幅な赤字となりました。その後、再び改善傾向にあるものの、赤字が続いています。

12．財政収支の国際比較（対ＧＤＰ比）

（出所）OECD “Economic Outlook 117” (2025年6月3日)
（注１）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。
（注２）日本は2024年から2025年、それ以外の国々は2025年が推計値。

暦 年
平成23
(2011)

24
(2012)

25
(2013)

26
(2014)

27
(2015)

28
(2016)

29
(2017)

30
(2018)

令和元
(2019)

２
(2020)

３
(2021)

４
(2022)

５
(2023)

６
(2024)

７
(2025)

日 本 ▲ 9.0 ▲ 8.2 ▲ 7.6 ▲ 5.6 ▲ 3.7 ▲ 3.6 ▲ 3.1 ▲ 2.5 ▲ 3.0 ▲ 9.1 ▲ 6.1 ▲ 4.2 ▲ 2.3 ▲ 2.0 ▲ 1.6

米 国▲ 11.0 ▲ 9.2 ▲ 5.9 ▲ 5.3 ▲ 4.7 ▲ 5.4 ▲ 4.4 ▲ 6.2 ▲ 6.7 ▲ 15.0 ▲ 11.8 ▲ 3.7 ▲ 7.5 ▲ 7.4 ▲ 7.5

英 国 ▲ 7.4 ▲ 8.0 ▲ 5.3 ▲ 5.5 ▲ 4.6 ▲ 3.3 ▲ 2.5 ▲ 2.2 ▲ 2.5 ▲ 13.0 ▲ 7.8 ▲ 4.6 ▲ 6.0 ▲ 6.0 ▲ 5.3

ド イ ツ ▲ 0.8 ▲ 0.1 0.1 0.7 0.9 1.1 1.3 1.9 1.3 ▲ 4.4 ▲ 3.2 ▲ 2.2 ▲ 2.5 ▲ 2.7 ▲ 2.7

フランス ▲ 5.3 ▲ 5.2 ▲ 4.9 ▲ 4.6 ▲ 3.9 ▲ 3.8 ▲ 3.4 ▲ 2.3 ▲ 2.4 ▲ 8.9 ▲ 6.6 ▲ 4.7 ▲ 5.4 ▲ 5.8 ▲ 5.4

イタリア ▲ 3.5 ▲ 3.0 ▲ 2.9 ▲ 2.8 ▲ 2.5 ▲ 2.4 ▲ 2.5 ▲ 2.2 ▲ 1.5 ▲ 9.4 ▲ 8.9 ▲ 8.1 ▲ 7.2 ▲ 3.4 ▲ 3.1

カ ナ ダ ▲ 3.3 ▲ 2.5 ▲ 1.5 0.2 ▲ 0.1 ▲ 0.5 ▲ 0.1 0.4 ▲ 0.0 ▲ 10.9 ▲ 3.1 0.6 0.1 ▲ 2.1 ▲ 1.9

▲ 16.0

▲ 14.0
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カナダ

(％)

（暦年）
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13．プライマリーバランスの国際比較（対ＧＤＰ比）

諸外国と比べても突出した水準となっている債務残高対GDP比を安定的に引き下げていくためには、
PBの黒字化が必要です。我が国のPBは新型コロナウイルス感染症への対応のため、令和２年
（2020年）は大幅な赤字となりました。その後、改善傾向にあるものの、赤字が続いています。

（出所）OECD “Economic Outlook 117” (2025年6月3日)
（注１）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。
（注２）日本は2024年から2025年、それ以外の国々は2025年が推計値。

暦 年
平成23
(2011)

24
(2012)

25
(2013)

26
(2014)

27
(2015)

28
(2016)

29
(2017)

30
(2018)

令和元
(2019)

２
(2020)

３
(2021)

４
(2022)

５
(2023)

６
(2024)

７
(2025)

日 本 ▲ 8.1 ▲ 7.3 ▲ 6.8 ▲ 4.8 ▲ 2.9 ▲ 2.8 ▲ 2.4 ▲ 1.9 ▲ 2.6 ▲ 8.6 ▲ 5.7 ▲ 3.9 ▲ 2.2 ▲ 2.0 ▲ 1.4

米 国 ▲ 7.9 ▲ 6.2 ▲ 3.7 ▲ 2.7 ▲ 2.1 ▲ 2.7 ▲ 1.7 ▲ 3.2 ▲ 3.5 ▲ 12.1 ▲ 9.1 ▲ 0.7 ▲ 3.6 ▲ 3.3 ▲ 3.4

英 国 ▲ 4.5 ▲ 5.4 ▲ 2.8 ▲ 3.1 ▲ 2.5 ▲ 1.1 0.0 ▲ 0.0 ▲ 0.5 ▲ 11.3 ▲ 5.3 ▲ 0.6 ▲ 3.3 ▲ 3.6 ▲ 3.2

ド イ ツ 1.1 1.7 1.5 1.9 1.9 2.0 2.1 2.6 1.9 ▲ 3.9 ▲ 2.7 ▲ 1.7 ▲ 2.1 ▲ 2.2 ▲ 2.0

フランス ▲ 2.8 ▲ 2.7 ▲ 2.7 ▲ 2.5 ▲ 2.0 ▲ 1.9 ▲ 1.6 ▲ 0.6 ▲ 0.9 ▲ 7.7 ▲ 5.2 ▲ 2.9 ▲ 3.7 ▲ 3.9 ▲ 3.3

イタリア 0.9 2.0 1.7 1.6 1.5 1.3 1.1 1.3 1.7 ▲ 6.1 ▲ 5.6 ▲ 4.2 ▲ 3.8 0.2 0.6

カ ナ ダ ▲ 0.9 ▲ 0.3 0.6 2.1 1.8 1.3 1.5 2.0 1.5 ▲ 9.3 ▲ 1.6 2.2 1.8 ▲ 0.3 ▲ 0.1
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(2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025)

1 マカオ 0.0%…

5 香港 6.3%…

84 韓国 50.7%…

111 ドイツ 62.9%…

139 中国 82.0%…

156 英国 100.4%

…

159 カナダ 107.7%

160 フランス 109.7%…

165 米国 119.0%…

168 イタリア 134.6%…

170 ギリシャ 165.2%

171 シンガポール 172.8%

172 日本 240.0%

14．債務残高の国際比較（対ＧＤＰ比）

債務残高の対GDP比は、Ｇ７諸国のみならず、その他の諸外国と比べても突出した水準となっていま
す。

暦 年
平成22
(2010)

23
(2011)

24
(2012)

25
(2013)

26
(2014)

27
(2015)

28
(2016)

29
(2017)

30
(2018)

令和元
(2019)

２
(2020)

３
(2021)

４
(2022)

５
(2023)

６
（2024）

７
（2025）

日 本 205.9 219.2 226.1 229.5 233.3 228.3 232.4 231.3 232.4 236.4 258.4 253.7 248.3 240.0 236.7 234.9

米 国 95.3 99.7 103.2 104.5 104.4 104.9 106.8 105.7 107.0 108.2 132.0 124.7 118.8 119.0 120.8 122.5

英 国 75.9 81.4 84.5 85.3 87.1 87.9 87.8 86.7 86.3 85.7 105.8 105.1 99.6 100.4 101.2 103.9

ド イ ツ 81.0 78.5 79.8 77.4 74.5 71.2 68.3 64.0 60.8 58.7 68.0 68.1 65.0 62.9 63.9 65.4

フランス 86.3 88.7 91.7 94.5 96.1 96.9 98.1 98.7 98.5 98.1 114.8 112.7 111.3 109.7 113.1 116.3

イタリア 118.7 119.1 125.9 131.8 134.8 134.7 134.2 133.7 134.1 133.8 154.3 145.7 138.3 134.6 135.3 137.3

カ ナ ダ 84.0 84.3 87.2 87.6 85.5 92.0 92.4 90.9 90.8 90.2 118.1 112.6 104.2 107.7 110.8 112.5

＜主要先進国の推移＞＜全世界における順位（172ヵ国・地域中）＞

日本

イタリア

フランス

英国

米国

ドイツ

（出所）IMF “World Economic Outlook” （2025年４月）
（注１）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。
（注２）日本及びフランスは、2024年及び2025年が推計値。それ以外の国は、2025年が推計値。

（暦年）

※ 数値は令和５年（2023年）の値。
 2023年が推計値又は数値不明の国は除く。

（％）

カナダ

0

50

100

150

200

250

300

平22平23平24平25平26平27平28平29平30令元 令２ 令３ 令４ 令５ 令６ 令７

15



■■  ＯＯＥＥＣＣＤＤ「「対対日日経経済済審審査査報報告告書書（（平平成成2277年年４４月月1155日日公公表表））」」

・ ババラランンススシシーートト上上のの資資産産をを評評価価すするるここととはは、、高高いい水水準準のの公公的的債債務務にに起起因因すするる脆脆弱弱性性をを否否定定すするるももののででははなないい。資資産産
のの多多くくはは流流動動性性にに乏乏ししいいかか、、ままたたはは市市場場性性ががななくく、、短短期期的的なな資資金金調調達達やや赤赤字字補補填填にに適適ううももののででははなないい。資産の評価
価値は債務よりも変動が大きく、景気循環と強く連動するおそれがある。これは、資資金金調調達達需需要要がが最最もも差差しし迫迫っったたよようう
なな状状況況ににおおいいててはは、、資資産産価価値値ももどどんん底底ままでで落落ちちてていいるる可可能能性性ががああるることを意味する。したがって、総総債債務務やや財財政政赤赤字字、、
資資金金調調達達需需要要をを評評価価すするるここととがが、、財財政政政政策策ににととっってて重重要要ででああるるここととにに変変わわりりははなないい。」

・ 非非金金融融資資産産はは、、建建造造物物ややイインンフフララ、、土土地地などである。これらの多くは公的な資本ストックであり、経済的・社会的な成
果を導く上で不可欠な役割を担うものである。一方で、これらは概概ししてて流流動動性性にに乏乏ししくく市市場場性性ももなないいかか、、ままたたはは中中長長期期
的的にに見見たた場場合合ににののみみ市市場場性性をを有有すするるににすすぎぎなないい（例：民営化）。

・・ 金金融融資資産産はは、、ししばばししばば市市場場性性ががあありり、、相相対対的的にに流流動動性性ががああるるがが、、公公的的企企業業がが保保有有すするる直直接接貸貸付付金金やや非非上上場場株株式式はは
そそのの例例外外でであありり、、評評価価のの信信頼頼性性にに乏乏ししいいときもある。

・ 政府資産が大きく蓄積していることは念頭に置いておく必要があるものの、公公的的部部門門のの現現状状をを概概ししててみみるるたためめににはは、、総総
債債務務残残高高がが最最ももよよいい手手法法ででああるるとと思思わわれれるる。

・ 道道路路やや公公共共施施設設ななどどのの有有形形固固定定資資産産は政府資産の４分の１以上であり、これらは有有事事のの際際のの現現金金化化はは容容易易ででははなないい。

（コラム①）我が国の資産の見方について

＜ 全世界における順位（84ヵ国・地域中） ＞ ＜ 主要先進国の推移 ＞

※ 数値は令和５年（2023年）の値。
2023年が推計値又は数値不明の国は除く。

（参考②）純債務残高対ＧＤＰ比の国際比較

（暦年）

（％）

ドイツ

イタリア

英国

フランス

カナダ

米国

1 ノルウェー ▲110.6%

2 ルクセンブルク ▲6.1%

3 カザフスタン 0.2%…

6 韓国 7.4%…

11 カナダ 14.4%…

47 ドイツ 46.2%…

75 英国 91.8%…

78 米国 94.0%…

80 フランス 101.6%

81 カーボベルデ 102.8%

82 バルバドス 110.6%

83 イタリア 124.1%

84 日本 136.0%

仮に、政府の総債務残高から政府が保有する金融資産（国民の保険料からなる年金積立金等）を差し引い
た純債務残高で見ても、我が国は諸外国と比べて高い水準となっています。

（参考①）ＩＭＦやＯＥＣＤの資産の見方

政府が保有する資産の多くは、市場での売却可能性がないか、あっても財政危機時における価値下落の可
能性があること等に留意する必要があります。このため、まずは総債務によって財政状況の評価を行うべきで
す。
なお、財政健全化目標のメルクマールとされている「国・地方の公債等残高」に含まれない債務（公的年金預

り金、財投債など）の見合資産は、財政健全化とは直接関係しません。

■■  ＩＩＭＭＦＦ「「FFiissccaall MMoonniittoorr（（平平成成3300年年1100月月））」」

(2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025)

日本

（出所）IMF “World Economic Outlook” （2025年４月）
（注１）数値は一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。
（注２）右図の日本及びフランスは、 2024年及び2025年が推計値。それ以外の国は、2025年が推計値。 
（注３）純債務残高は、債務残高から金融資産（通貨・預金、負債証券等）を差し引いたもの。
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15．公債依存の問題点

Ⅱ．財政健全化の必要性と取組

我が国では、受益と負担の均衡がとれておらず、現在の世代が自分たちのために財政支出を行えば、
将来世代へ負担を先送りすることになります。財政の公債依存には、「受益と負担のアンバランス」、「望ま
しくない再分配」、「財政の硬直化による政策の自由度の減少」、「国債や通貨の信認の低下などのリスク
の増大」といった問題点があります。

 我が国では、社会保障関係費の増大に見合う税収を確保できておらず、給
付と負担のバランスが不均衡の状態に陥っており、制度の持続可能性を確
保できていない。

 また、公債に依存する緩い財政規律のもとでは、財政支出の中身が中長期
的な経済成長や将来世代の受益に資するかのチェックが甘くなりやすい。

受益と負担のアンバランス

望ましくない再分配

 将来世代のうち国債保有層は償還費等を受け取れる一方、それ以外の
国民は社会保障関係費等の抑制や増税による税負担を被ることになりか
ねない。

 将来世代は自ら決定に関与できなかったことに税負担等を求められ、望ま
しくない再分配が生じる。

財政の硬直化による政策の自由度の減少

 経済危機時や大規模な自然災害時の機動的な財政上の対応余地が
狭められる。

国債や通貨の信認の低下などのリスクの増大
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16．金利動向と財政運営

財政の信認を確保するためには、金利の動向にも留意しつつ、財政健全化を進めていくことが重要です。

 過去の状況を見ると、金利が名目経済成長率を上回っている場合が多い。足
元も金利は上昇傾向にあり、将来にわたって金利が名目経済成長率を下回り
続けるとの想定はあまりにも楽観的。

 債務残高対ＧＤＰ比が世界最悪の水準である我が国において、金利が上昇
し、利払費が増加すれば、政策的経費を圧迫するおそれがある。

「金利＜成長率がいつまでも続く」との想定は過度に楽観的

 金利＜成長率でも、毎年度のプライマリーバランスの赤字によって新たに追加
される債務が大きければ、債務残高対GDP比の低下は望めない。

 日本の財政赤字は、少子高齢化を背景とする社会保障関係費の増大という
構造的なものが原因。

 「機動的な財政上の対応」を名目に、社会保障制度の持続可能性の確保と
いう構造的な問題を放置すべきではない。

 国債の信認と安定消化は財政健全化努力の賜。「信認されているから健全化
不要」との主張は本末転倒。

 国債の信認が失われれば、通貨の信認や金融機関の財務状況にも悪影響を
及ぼす。たとえ、自国通貨建債務でも資本逃避のリスクが存在。

日本の財政赤字は構造的要因

国債の安定消化は日本の財政への信認が大前提

債務残高対GDP比の安定的な引下げには、PB黒字化が必要

（2025年９月28日 時点）

主要格付け会社による日本国債格付けの推移

2024
令6

2025
令7

2022
令4

2023
令5

2021
令3

2020
令2

2017
平29

2018
平30

2019
令元

2013
平25

2014
平26

S＆P
Fitch Moody's

AAA Aaa

AA+ Aa1

AA Aa2

AA- Aa3

A+ A1

A A2

A- A3

1997
平9

1998
平10

2010
平22

2011
平23

2012
平24

2007
平19

2008
平20

2009
平21

2016
平28

2015
平27

2000
平12

2001
平13

2002
平14

2003
平15

2004
平16

2005
平17

2006
平18

1999
平11

2015.9

2014.12

2015.4

各国の格付け

Moody’s S&P Fitch
Aaa/
AAA ドイツ ドイツ ドイツ

Aa1/
AA+ 米国 米国 米国

Aa2/
AA 英国

Aa3/
AA-

英国
フランス 英国

フランス
A1/
A+ 日本 日本 フランス

A2/
A 日本

A3/
A-
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昭和51年
（1976年）

５月14日

昭和50年代前期経済計画
(閣議決定)

昭和55年度までのできるだけ早期に特例公債に依存しない財政に復帰する。

昭和54年
（1979年）

９月３日

第88回臨時国会における
大平内閣総理大臣所信表明演説

昭和59年度までに特例公債依存から脱却することを基本的な目標として、財政の公債
依存体質を改善する。

昭和58年
（1983年）

８月12日

1980年代経済社会の展望と指針
(閣議決定)

昭和65年度（平成２年度）までに特例公債依存体質からの脱却と公債依存度の引下げ
に努め、財政の対応力の改善を図る。

平成９年
（1997年）

12月５日

財政構造改革の推進に関する特
別措置法（平成10年６月５日改正、
同年12月18日停止）

平成15年度（改正後：17年度）までに国及び地方公共団体の財政赤字の対国内総生産
比を100分の３以下とする。一般会計の歳出は平成15年度（改正後：17年度）までに特例
公債に係る収入以外の歳入をもってその財源とするものとする。

平成13年
（2001年）

６月26日

今後の経済財政運営及び経済社
会の構造改革に関する基本方針
(閣議決定)

プライマリーバランスを黒字にすること（過去の借金の元利払い以外の歳出は新たな借
金に頼らないこと）を目指す。

平成14年
（2002年）

６月25日

経済財政運営と構造改革に関す
る基本方針2002
(閣議決定)

2010年代初頭に国と地方を合わせたプライマリーバランスを黒字化させることを目指す。

平成18年
（2006年）

７月７日

経済財政運営と構造改革に関す
る基本方針2006
(閣議決定)

① 2011年度（平成23年度）には国・地方の基礎的財政収支を確実に黒字化する。

② 基礎的財政収支の黒字化を達成した後も、債務残高GDP比の発散を止め、安定的に
引き下げることを確保する。

平成21年
（2009年）

６月23日

経済財政改革の基本方針2009(閣
議決定)

今後10年以内に国・地方のプライマリーバランス黒字化の確実な達成を目指す。まずは、
５年を待たずに国・地方のプライマリーバランス赤字（景気対策によるものを除く）の対
GDP比を少なくとも半減させることを目指す。

平成22年
（2010年）

６月22日
財政運営戦略(閣議決定)

① 国・地方及び国単独の基礎的財政収支について、遅くとも2015年度までにその赤字
の対GDP比を2010年度の水準から半減し、遅くとも2020年度までに黒字化することを目
標とする。

② 2021年度以降において、国・地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させる。

平成25年
（2013年）

６月14日

経済財政運営と改革の基本方針
(閣議決定)

国・地方のプライマリーバランスについて、2015年度までに2010年度に比べ赤字の対
GDP比の半減、2020年度までに黒字化、その後の債務残高対GDP比の安定的な引下げ
を目指す。

平成27年
（2015年）

６月30日

経済財政運営と改革の基本方針
2015(閣議決定)

国・地方を合わせた基礎的財政収支について、2020年度までに黒字化、その後の債務
残高対GDP比の安定的な引下げを目指すことを堅持する。

平成30年
（2018年）

６月15日

経済財政運営と改革の基本方針
2018（閣議決定）

経済再生と財政健全化に着実に取り組み、2025年度の国・地方を合わせたPB黒字化を
目指す。
同時に債務残高対GDP比の安定的な引下げを目指すことを堅持する。

令和３年
（2021年）

６月18日

経済財政運営と改革の基本方針
2021（閣議決定）

骨太方針2018で掲げた財政健全化目標（2025年度の国・地方を合わせたＰＢ黒字化を目
指す。同時に債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指す）を堅持する。

令和６年
（2024年）

６月21日

経済財政運営と改革の基本方針
2024（閣議決定）

2025年度の国・地方を合わせたＰＢ黒字化を目指すとともに、計画期間を通じ、その取組
の進捗・成果を後戻りさせることなく、債務残高対ＧＤＰ比の安定的な引下げを目指し、経
済再生と財政健全化を両立させる歩みを更に前進させる。

令和7年
（2025年）

６月13日

経済財政運営と改革の基本方針
2025（閣議決定）

2025年度から2026年度を通じて、可能な限り早期の国・地方を合わせたＰＢ黒字化を目指す。
その上で、「経済・財政新生計画」の期間を通じて、その取組の進捗・成果を後戻りさせる
ことなく、ＰＢの一定の黒字幅を確保しつつ、債務残高対ＧＤＰ比を、まずはコロナ禍前の
水準に向けて安定的に引き下げることを目指し、経済再生と財政健全化を両立させる歩
みを更に前進させる。

国・地方PBの
黒字化

特例公債脱却

17．我が国の財政健全化目標とその変遷

平成２年度予算では特例公債の発行から脱却できましたが、阪神・淡路大震災への対応等により、平
成６年度以降、特例公債の発行が復活し、現在まで続いています。
その後、財政健全化目標（フロー）は、「特例公債脱却」から「国・地方を合わせたプライマリーバランス

の黒字化」に転換され、目標達成が目指されてきました。

22002255年年度度かからら22002266年年度度をを通通じじてて、、
可可能能なな限限りり早早期期

計計画画期期間間（（2030年年度度ままでで））
をを通通じじ

国国・・地地方方をを合合わわせせたたププラライイママリリーーババラランンスス（（PPBB））をを黒黒字字化化

コロナ禍前の水準に向けて
債債務務残残高高対対GGDDPP比比をを安安定定的的にに引引下下げげ

財政健全化目標
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税収等で、「政策的経費」のどの程度を賄えているかを示す指標で、利払費を除く
分、財政収支よりも財政規律的には緩い概念。プライマリーバランスが均衡している
状態では、今年の借金は、過去の借金の元本返済に加え、利払費まで含めた金額
となるため、債務残高は利払費分だけ増加していきます。プライマリーバランスが赤
字なら、それがさらに債務残高の増加につながります。
ストックの指標（「債務残高対GDP比」の安定的引下げ）との関係を考える場合、分

子である債務残高の増加が、分母であるGDPの増加の範囲内に抑えられるか否か
がカギとなり、次のページで説明するように、プライマリーバランスの水準、金利、成
長率の関係がポイントとなります（P.21参照）。

国や地方が抱えている借金の残高（国・地方の公債等残高）をGDPと比較して考
える指標。経済規模に対する国・地方の債務の大きさを計る指標として、財政の健
全性を図る上で重要視されます。 

＜＜スストトッッククのの指指標標＞＞ 債債務務残残高高対対GGDDPP比比

＜＜フフロローーのの指指標標①①＞＞ 財財政政収収支支（（利利払払費費をを含含めめたた収収支支））

＜＜フフロローーのの指指標標②②＞＞ 基基礎礎的的財財政政収収支支
（（ププラライイママリリーーババラランンスス、、利利払払費費をを除除くく収収支支））

（借金に頼らず）税収等で、「政策的経費＋過去の借金の利払費」のどの程度を賄
えているかを示す指標。ちょうど賄えている状態（財政収支均衡）では、今年の借金
は、過去の借金の元本返済（債務償還費）分にとどまり、債務残高は不変となります。
債務残高を減少させるためには、財政収支黒字（税収等で、過去の借金の元本返
済（債務償還費）も進める状態）となる必要があります。

18．財政健全化目標に用いられるストック・フロー指標の関係

財政の現状

新たな借金 過去の借金の
元本返済

利払費

税収等 政策的経費

行政サービスのために
借金をしている
（＝PB赤字）

行政サービスを税収等で
賄えておらず、

債務残高が増える

プライマリーバランスが
均衡した状態

新たな借金 過去の借金の
元本返済

利払費

税収等 政策的経費

行政サービスを
税収等のみで賄う
（=PB均衡）

利払費を税収等で
賄えていないので、
債務残高が増える

財政収支が
均衡した状態

債務残高は変わらない

新たな借金 過去の借金の
元本返済

税収等 利払費

政策的経費

行政サービスと利払い
を税収等のみで賄う
（=PB黒字）

利払費も含め
税収等のみで賄う
（=財政収支均衡）
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（（１１＋＋  名名目目金金利利（（ｒｒ））））
（今期の）

ＰＰＢＢ赤赤字字

（前期の）

GDP

（前期の）

債務残高

（（１１＋＋  名名目目経経済済成成長長率率（（ｇｇ））））

・ 金金利利（（ｒｒ））  ＝＝  名名目目経経済済成成長長率率（（ｇｇ）） で、 PPBB赤赤字字  ＝＝  00 であれば、
債務残高対GDP比は一定

×

×

＝

＋（今期の）

債債務務残残高高
対対GGDDPP比比

債務残高対GDP比の安定的な引下げのためには、
ププラライイママリリーーババラランンススのの黒黒字字化化がが必必要要

19．債務残高対ＧＤＰ比の安定的引下げとフロー収支の改善の関係

債務残高対GDP比の変動要因は、(1)名目経済成長率と金利の大小関係、(2)プライマリーバランスの
水準の２つです。
 このうち(1)については、長期金利が名目経済成長率を上回っている場合が多いです。
 このため、債務残高対GDP比の安定的な引下げには、少なくとも名目経済成長率と名目金利が同程
度であるという前提に立ち、フロー収支の改善（プライマリーバランスの黒字化）を目指すことが必要とな
ります。

基礎的財政収支（PB）が均衡している状態において、

○ 名目金利（ｒ）＞名目経済成長率（ｇ）の場合 債務残高対GDP比は増加

○ 名目金利（ｒ）＝名目経済成長率（ｇ）の場合 債務残高対GDP比は一定

○ 名目金利（ｒ）＜名目経済成長率（ｇ）の場合 債務残高対GDP比は減少
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（兆円）（兆円）

利払費（左軸）

金利（左軸）

普通国債残高
（右軸）

（1975） （1980） （1985） （1990） （1995） （2000） （2005） （2010） （2015） （2020） (2025)

（注１）利払費は、令和６年度までは決算、令和７年度は予算による。
（注２）金利は、普通国債の利率加重平均の値を使用。
（注３）普通国債残高は各年度３月末現在高。ただし、令和７年度は予算に基づく見込み。

20．国・地方の公債等残高対ＧＤＰ比の推移

（参考）利払費と金利の推移

（年度）

財政健全化目標に用いられるストックの指標である国・地方の公債等残高対ＧＤＰ比は上昇傾向にあ
り、極めて高い水準にあります。

普通国債残高は1,000兆円を超えており、金利が上昇す
れば利払費が大幅に増えることになります。

（年度）

（出所）内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（令和７年８月７日）
（注）復旧・復興対策、ＧＸ対策及びＡＩ・半導体支援の経費及び財源の金額を除いたベース。

(2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022） （2023） (2024) (2025)

10％  25

8％  20

6％  15

4％  10

2％  5

0％ 0

120%

140%

160%

180%

200%

220%

240%

平16 平17 平18 平19 平20 平21 平22 平23 平24 平25 平26 平27 平28 平29 平30 令元 令2 令3 令4 令5 令6 令7

平成16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元 2 3 4 5 6 7

(2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025)

実額（兆円） 689.9 718.7 723.0 730.2 733.3 783.1 827.2 850.3 886.2 926.6 956.7 988.9 1011.7 1034.1 1053.5 1064.6 1124.1 1168.9 1199.9 1221.1 1242.0 1281.6

対GDP比 130.2% 134.6% 134.6% 135.6% 142.1% 157.5% 163.8% 170.0% 177.5% 180.7% 182.8% 182.9% 185.7% 186.1% 189.3% 191.2% 208.6% 210.8% 211.6% 205.3% 201.3% 201.0%

名目GDP
529.6 534.1 537.3 538.5 516.2 497.4 504.9 500.0 499.4 512.7 523.4 540.7 544.8 555.7 556.6 556.8 538.8 554.6 567.1 594.7 617.0 637.5

（兆円）
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（

21.0%

37.6%

我が国では、これまで政府部門の赤字を民間貯蓄の黒字が上回って経常黒字となっていますが、経常収支が
赤字となった場合は海外資金に依存せざるを得なくなります。今後とも財政健全化に向けた取組が必要です。

（コラム②）我が国の国債の保有及び流通市場の状況について

内国債は、国民が貸し手であるため、将来世代への負担の転嫁は生じないとの指摘もありますが、
P.17で述べたとおり、将来世代に負担が先送りされています。
また、グローバル化が進展し、国際的な金融取引が増加する中、海外投資家の国債保有割合・流

通市場でのプレゼンスは上昇しており、海外投資家からの財政への信認を確保する必要性が一層増
しています。

（参考）経常収支の推移

【② 現物】 【③ 先物】

① 海外投資家の国債保有割合

国債流通市場における海外投資家売買シェア

＜海外投資家の国債等保有割合、売買シェアの推移＞

（出所）日本銀行「資金循環統計」
（注１）国庫短期証券（T-Bill）を含む。
（注２）2025年6月末時点における割合。

（6月末）
（出所）日本銀行、日本証券業協会、日本取引所グループ
（注１）国庫短期証券（T-Bill）を含む。
（注２）②現物は債券ディーラー分を除いた計数。

① 海外投資家の国債保有割合（ストック）

③ 取引所における海外投資家の
売買シェア（先物）

② 店頭売買における海外投資家の
売買シェア（現物）

（出所）日本証券業協会、日本取引所グループ
（注１）国庫短期証券（T-Bill）を含む。2025年第2四半期（4-6月）における割合。
（注２）②現物は債券ディーラー分を除いた計数。

（出所）財務省「国際収支統計」 （出所）日本銀行「資金循環統計」、内閣府「国民経済計算」

（注）家計等＝家計＋対家計民間非営利団体 企業等＝非金融法人＋金融機関
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23



21．我が国の財政健全化に向けた取組

「「経経済済財財政政運運営営とと改改革革のの基基本本方方針針22002255」」（（22002255年年６６月月策策定定））ののポポイインントト

経済あっての財政との考え方の下、財政健全化目標によって、米国の関税措置への対応や物価

高への的確な対応も含め、状況に応じたマクロ経済政策の選択肢が歪められてはならない。（略）

金利のある世界において、我が国の経済財政に対する市場からの信認を確実なものとするため、

財政健全化の「旗」を下ろさず、長期を見据えた一貫性のある経済財政政策の方向性を明確に示す

ことが重要である。このため、2025年年度度かからら2026年年度度をを通通じじてて、、可可能能なな限限りり早早期期のの国国・・地地方方をを合合わわせせ

たたＰＰＢＢ黒黒字字化化をを目目指指すす。ただし、米国の関税措置の影響は不透明であり、その経済財政への影響の

検証を行い、的確に対応すべきであり、必要に応じ、目標年度の再確認を行う。その上で、「「経経済済・・財財

政政新新生生計計画画」」のの期期間間をを通通じじてて、、そそのの取取組組のの進進捗捗・・成成果果をを後後戻戻りりささせせるるここととななくく、、ＰＰＢＢのの一一定定のの黒黒字字幅幅をを

確確保保ししつつつつ、、債債務務残残高高対対ＧＧＤＤＰＰ比比をを、、ままずずははココロロナナ禍禍前前のの水水準準にに向向けけてて安安定定的的にに引引きき下下げげるるここととをを目目

指指しし、、経経済済再再生生とと財財政政健健全全化化をを両両立立ささせせるる歩歩みみをを更更にに前前進進ささせせるる。（略）

今後も、状況に応じて必要な政策対応を行っていくことに変わりはないが、ＰＢの黒字化を達成し

た後、黒字幅が一定水準を超えた場合には、経済成長等に資するような政策の拡充を通じて経済社

会に還元することをあらかじめルール化することについても検討に着手していく。

骨骨太太22002255ににおおけけるる財財政政健健全全化化目目標標

予算編成においては、2025年度から2027年度までの３年間について、上記の基本的考え方の下、

これまでの歳出改革努力を継続※する。（略）

※2013年度以降歳出改革を継続しており、「経済財政運営と改革の基本方針2021」（令和３年６月18日閣議決定）

に基づく2022年度から2024年度までの３年間の歳出改革努力を継続。多年度にわたり計画的に拡充する防衛

力強化とこども・子育て政策については、それぞれ2027年度まで又は2028年度まで歳出改革を財源に充てるこ

ととされている。なお、社会保障制度に係る歳出改革については、「全世代型社会保障構築を目指す改革の道

筋（改革工程）」（令和５年12月22日閣議決定。以下「改革工程」という。）に基づく取組を進めることとされている。

（（参参考考））骨骨太太22002244

予算編成においては、2027年年度度ままででのの間間、、骨骨太太方方針針2024でで示示さされれたた歳歳出出改改革革努努力力をを継継続続しつ

つ、日日本本経経済済がが新新たたななスステテーージジにに移移行行ししつつつつああるるここととがが明明確確ににななるる中中でで、、経経済済・・物物価価動動向向等等をを踏踏まま

ええ、、各各年年度度のの予予算算編編成成ににおおいいてて適適切切にに反反映映する。とりわけ社社会会保保障障関関係係費費※※１１については、医療・

介護等の現場の厳しい現状や税収等を含めた財政の状況を踏まえ、これまでの改革を通じた保

険料負担の抑制努力も継続しつつ、2025年春季労使交渉における力強い賃上げの実現や昨今

の物価上昇による影響等について、経営の安定や現場で働く幅広い職種の方々の賃上げに確実

につながるよう、的確な対応を行う。具体的には、高高齢齢化化にによよるる増増加加分分にに相相当当すするる伸伸びびににここううししたた

経経済済・・物物価価動動向向等等をを踏踏ままええたた対対応応にに相相当当すするる増増加加分分をを加加算算する。非非社社会会保保障障関関係係費費※※2及及びび地地方方

財財政政についても、第３章第４節「物価上昇に合わせた公的制度の点検・見直し」も踏まえ、経経済済・・物物

価価動動向向等等をを適適切切にに反反映映する。

※１ 社会保障関係費の伸びの要因として高齢化と高度化等が存在する。
※２ 令和７年度予算の非社会保障関係費は、近年の物価上昇率の変化を反映した令和６年度予算の増

（＋1,600億円程度）と同水準を維持しつつ、公務員人件費の増により実質的に目減りしないよう、相当額
（＋1,400億円程度）を上乗せし、＋3,000億円程度とした。

令令和和８８年年度度予予算算編編成成にに向向けけたた考考ええ方方
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ＯＥＣＤ「2024年 対日経済審査報告書」（令和６年１月11日公表）

（参考）我が国の財政に対する国際機関の見方

ＩＭＦ「2025年 対日４条協議審査報告書」（令和７年４月２日公表）
 日本は、財政余地はあるものの、債務の持続可能性を支えるために、足許においても明確

な財政健全化計画が必要である。（中略）少数与党下での政治的要求を踏まえると、赤字

がさらに拡大する大きなリスクがある。自然災害を含むショックに対応する財政余地が依然

限られているため、これは避けるべきである。所得税の控除の額についての個人所得税の

改革や、その他赤字拡大の可能性のある措置は、追加歳入の確保もしくは予算の他分野

の歳出削減によって賄われなければならない。

 中期的には、債務の持続可能性を確保し、財政余地を増加させるため、追加的な財政健

全化が必要であり、強固な財政枠組みに支えられるべきである。（中略）2030年以降は、利

払費の増加と、気候、防衛、高齢化に関連する歳出圧力により、債務の増加が予測される。

 望ましい健全化を達成するためには、歳出・歳入措置が必要であり、歳出はより成長に配

慮した内容とすべきである。経常的支出は、パンデミック以前の水準に比べ高止まりしてお

り、脱炭素化の努力を妨げるエネルギー補助金など、よく的が絞られていない補助金をで

きるだけ早期に廃止する必要性が浮き彫りになっている。

 当局は、補正予算の編成を例外的な状況のために留保すべきである。パンデミック後、補

正予算の規模は拡大している。繰り返し編成され、また、執行が不十分となっている補正

予算は、効率的な資源配分、予算の透明性、財政規律を損なうものであり、これらすべて

が市場の信頼性に影響を与える。補正予算の編成は、自動安定化装置を超えるような予

期せぬ大きなショックへの対応に限定すべきである。これは平時に正当化されない景気刺

激を行うことも防ぐことにもつながる。

 財政の持続可能性の確保が鍵。長期金利上昇の可能性に伴う利払費上昇リスクの増大を

踏まえ、財政バッファーの再構築と債務の持続可能性の確保が優先されるべきである。急

速な高齢化は支出を圧迫し、すでに多額である高齢者への移転支出を増加させる。

 パンデミックとエネルギーショックに対処するための財政支援により、公的債務残高は2022

年にはGDPの約245％という前例のない水準に増加した。いまだ残るエネルギーショックに

対する支援措置は、段階的な廃止を視野に対象を絞るべきである。補正予算と予備費への

過度の依存は、財政の見通しや目標に対する透明性を低下させる。中期的に財政健全化を

可能にする具体的な歳入・歳出施策を策定すれば、財政政策の信頼性と持続可能性が高

まるだろう。

 支出の増加を抑制するには、医療・介護分野の改革が必要である。入院期間が長いことや

受診回数が頻繁であることから、高齢化する日本人に質の高いケアを提供するにあたって

は効率を向上させる余地があるものと考えられる。改革の優先事項には、資力調査を通じて

より裕福な高齢者への自己負担率を引き上げることや、介護を病院外のケアにシフトするこ

とが含まれる。

 日本は歳入を増やすために主に消費税（付加価値税）に頼るべきである。現在の10％という

税率はOECDの中で最も低い部類に入る。さらに、個人所得税に対するさまざまな控除によ

り課税ベースが侵食されている。税制改革は、低所得世帯に対象を絞った支援策を伴うべ

きである。
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＜＜名名目目経経済済成成長長率率＞＞ ＜＜国国・・地地方方ののPPBB対対GGDDPP比比＞＞

＜＜国国・・地地方方のの公公債債等等残残高高対対GGDDPP比比＞＞

（参考） 内閣府の「中長期の経済財政に関する試算」 （令和７年８月７日）

＜＜名名目目長長期期金金利利＞＞

※ 経済シナリオ：
    「成長移行ケース」 ： 全要素生産性（ＴＦＰ）上昇率が過去40年平均の1.1％程度まで高まるシナリオ。   

「過去投影ケース」 ： ＴＦＰ上昇率が直近の景気循環の平均並み（0.5％程度）で将来にわたって推移するシナリオ。

（年度） （年度）

（年度） （年度）

成長移行ケース 過去投影ケース

0.7%

3.7%

2.8%

▲5.0%

▲4.0%

▲3.0%

▲2.0%

▲1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

平14

(02)

平16

(04)

平18

(06)

平20

(08)

平22

(10)

平24

(12)

平26

(14)

平28

(16)

平30

(18)

令2

(20)

令4

(22)

令6

(24)

令8

(26)

令10

(28)

令12

(30)

令14

(32)

令16

(34)

1.6%

1.1%

3.1%

▲0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

平14

(02)

平16

(04)

平18

(06)

平20

(08)

平22

(10)

平24

(12)

平26

(14)

平28

(16)

平30

(18)

令2

(20)

令4

(22)

令6

(24)

令8

(26)

令10

(28)

令12

(30)

令14

(32)

令16

(34)

202.0%

201.3%

173.6%

191.2%

110%

130%

150%

170%

190%

210%

230%

平14

(02)

平16

(04)

平18

(06)

平20

(08)

平22

(10)

平24

(12)

平26

(14)

平28

(16)

平30

(18)

令2

(20)

令4

(22)

令6

(24)

令8

(26)

令10

(28)

令12

(30)

令14

(32)

令16

(34)

0.2%

▲0.5%

（▲3.2兆円）

0.5%

（3.6兆円） 1.9%

▲10.0%

▲8.0%

▲6.0%

▲4.0%

▲2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

平14

(02)

平16

(04)

平18

(06)

平20

(08)

平22

(10)

平24

(12)

平26

(14)

平28

(16)

平30

(18)

令2

(20)

令4

(22)

令6

(24)

令8

(26)

令10

(28)

令12

(30)

令14

(32)

令16

(34)
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社会保障制度の基本は保険料による支え合いですが、保険料のみでは負担が現役世代に集中してし
まうため、公費も充てることとしています。実際には、必要な公費負担を税金で賄いきれておらず、借金
に頼っており、私たちの子や孫の世代に負担を先送りしている状況です。
私たちが受益する社会保障の負担は、あらゆる世代で負担を分かち合いながら私たち自身で賄う必

要があります。

（（１１））少少子子高高齢齢化化とと社社会会保保障障のの費費用用増増大大

22．社会保障分野

Ⅲ．各分野の課題

給給付付費費

平成２年度 令和５年度

被保険者負担 18.5兆円 （28％） 42.0兆円 （21％）

事業主負担 21.0兆円 （32％） 38.1兆円 （19％）

公費 16.2兆円 （25％） 58.0兆円 （29％）

給付費 47.4兆円 135.5兆円

※かっこ書きは全体の財源に占める割合
（兆円）

財源137.6兆円
＋資産収入

令和７年度
(2025年度)

（出所）国立社会保障・人口問題研究所「令和５年度社会保障費用統計」、令和７年度の値は厚生労働省（予算ベース）
（注１）令和５年度以前については決算ベース、令和７年度については予算ベースであり、新型コロナウイルス感染症対策に係る事業等に伴う支出の扱い

が異なる点に留意。
（注２）令和５年度の給付費については、社会保障給付費（公表値）から新型コロナウイルス感染症対策に係る事業等に係る費用（公表値）を除いた場合、

132.7兆円となる。

給付費
140.7兆円

国国庫庫
負負担担
3388..22
兆兆円円

（年度）

58.0

80.1

保保険険料料

公公費費

39.5

16.2

4477..44

令和７年度
(2025年度)

年金
62.5兆円

医療
43.4兆円

介護・福祉
その他

34.9兆円
(うち介護14.0兆円)
(うちこども・子育て

11.9兆円) 国国債債
発発行行等等

税財源

公費
55.3
兆円

保険料
82.2兆円

地方税等負担
17.2兆円

資産収入等

令平

113355..55
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※高齢化率：総人口に占める65歳以上人口の割合
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（出所）総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」 （出生中位・死亡中位仮定）
（注）団塊の世代は1947～49(昭和22～24)年、第２次ベビーブーム世代は1971～74(昭和46～49)年生まれ。1961年は沖縄県を含まない。

グラフにおいて、1961年の85歳人口、2025年と2040年の105歳人口は、それぞれ85歳以上人口、105歳以上人口の合計。

団塊の世代
(12～14歳)

  727万人

第２次
ベビーブーム世代

(66～69歳)
741万人

第２次
ベビーブーム世代

(51～54歳)
790万人

こうした社会保障の費用の増大の背景に、他国に類を見ないスピードでの高齢化があります。特に、
戦後直後に生まれたいわゆる団塊の世代が時代を下るにつれて高齢者となり、2025年までに全員が後
期高齢者（75歳～）となります。
一方で、出生率は他の先進国に比べて低い状態が続いており、主な働き手であり、社会保障の支え手

である年代が人口構成の中で少なくなっています。

我が国人口構造の変化
1961年年

75歳歳～～

65～～74歳歳

20～～64歳歳

～～19歳歳

2025年年

385万万人人

(4%)

総総人人口口(9,429万万人人) 総総人人口口(1億億2,326万万人人)

2040年年
総総人人口口(1億億1,284万万人人)

1,498万万人人

(12%)
1,701万万人人

(15%)

5,181万万人人

(55%)
6,766万万人人

(55%)
5,808万万人人

(51%)

3,696万万人人

(39%)
1,907万万人人

(15%)
1,547万万人人

(14%)

団塊の世代
(76～78歳)

  556万人

団塊の世代
(91～93歳)

 238万人

65歳～
・国民医療費の約６割
・基礎年金受給開始
・介護１号被保険者

165万万人人

(2%)
2,155万万人人

(17%)
2,227万万人人

(20%)

高齢化率の国際比較

（出所）日本は～2023：総務省「人口推計」、2024～2050：国立社会保障・人口
問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」 （出生中位・死亡
中位仮定）。諸外国は国連 “World Population Prospects 2024”

（％）

（年）

2025年

日本 29.6

ドイツ 23.7

フランス 22.5

英国 19.7

米国 18.4

出生率の国際比較

（出所）日本は～2020：厚生労働省「人口動態統計」、2024：国連 “World 
Population Prospects 2024” 。諸外国は国連 “World Population 
Prospects 2024”

（年）
2024
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（（２２））社社会会保保障障各各分分野野のの課課題題

少子化対策、子育て支援

①①出出生生数数のの減減少少

②②家家族族関関係係支支出出のの推推移移とと国国際際比比較較

我が国の「家族関係社会支出」（対GDP比）については、消費税財源等を活用し、保育の受け皿拡大
や幼児教育・保育の無償化（３歳～５歳）などを実施してきた結果として、近年、大きく増加しています。
また、こども一人当たりで見れば、OECD平均を上回っています。

◆◆家家族族関関係係社社会会支支出出のの国国際際比比較較

家族関係社会支出
（対GDP比）

18歳以下人口一人当たり
家族関係社会支出

（対国民一人当たりGDP比）

（注）各国の数値の年度は表に記載のとおり（2025年7月時点）。

（出典）国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」、  OECD “Social
Expenditure Database”

（注）2020年度以降の計数は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響（臨時の給付や
GDPの減少等）により、実態より上振れている可能性がある。

◆◆家家族族関関係係社社会会支支出出のの推推移移

年間出生数は、2015年は100万人を超えていましたが、足元2024年は68.6万人と大幅に減少しており、
これまでの推計よりも相当程度早く少子化が進行しています。

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

（％）

（年度）

対名目GDP比

OECD平均（2019年度、2.1％）

消費税率引上げ
（８％→10％）

消費税率引上げ
（５％→８％）

待機児童ゼロに向けた受け皿整備

幼児教育・保育
の無償化

スウェーデン
（2021年）

3.3％

ドイツ
（2021年）

2.6％

フランス
（2022年）

2.6％

OECD平均
（2021年）

2.3%

日日本本
（2023年度）

1.9％

イギリス
（2022年）

1.9％

アメリカ
（2023年）

0.6％

ドイツ
（2021年）

15.3％

スウェーデン
（2021年）

15.0％

日日本本
（2023年度）

13.0％

フランス
（2022年）

12.3％

OECD平均
（2021年）

11.0％

イギリス
（2022年）

8.5％

アメリカ
（2023年）

2.5％

（出所） OECD “Social Expenditure Database” 、人口はUnited Nations “World population 
Prospects 2024”

（注）上記の推計人口・実数は日本における日本人人口。2024年の実数は概数。
（出所）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」、厚生労働省「人口動態統計」。
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１人当たり介護費
（万円）

3.3万円
6.7万円

13.9万円

30.6万円

97.7万円

各各年年齢齢階階級級ごごととのの要要介介護護認認定定率率

2.7% 5.4% 11.9% 25.0%
58.1%

今後の医療・介護の費用の増大

１人当たり医療費・介護費の増加

医療（2022年） 介護（2022年）
全人口に占める
人口数及び割合

１人当たり
国民医療費
（64歳以下
:20.9万円）

１人当たり
国庫負担
（64歳以下
:2.8万円）

１人当たり
介護費

（括弧内は要支援・
要介護認定率）

１人当たり
国庫負担

2022年 2025年

65～74歳 58.7万円 7.8万円
5.2万円
（4.2％）

1.4万円 1,687万人
（13.5％）

1,498万人
（12.2％）

75歳以上 94.1万円 31.7万円
47.4万円
（31.5％）

12.6万円 1,936万人
（15.5％）

2,155万人
（17.5％）

▲約189万人

＋約218万人約４倍 約9倍

（出所）年齢階級別の人口は、総務省「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」 （出生中位・死亡中位仮定）

  国民医療費は、厚生労働省「令和４年度国民医療費の概況」

  介護費及び要支援・要介護認定率は、厚生労働省「介護給付費等実態統計（令和４年度） 」、「介護保険事業状況報告（令和４年度） 」、総務省「人口推計」 

（注）１人当たり国民医療費・介護費は、年齢階級別の国民医療費・介護費を人口で除して機械的に算出。

１人当たり国庫負担は、それぞれの年齢階層の国庫負担額を2022年時点の人口で除すなどにより機械的に算出。

◆◆１１人人当当たたりり医医療療費費･･薬薬剤剤料料（（ううちち内内服服薬薬））

※｢薬剤料｣とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に
記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した金額をいう。

（出所）医療費：厚生労働省「令和４年度国民医療費」
 薬剤料：厚生労働省「最近の調剤医療費（電算処理分）の動向」

    総務省「人口推計」

年齢（歳）

◆◆要要介介護護認認定定率率・・１１人人当当たたりり介介護護費費

年齢（歳）

2025年までに団塊の世代の全員が後期高齢者に移行する中で、75歳以上の人口が速いスピードで増
加していきます。

75歳以上になると、１人当たりの医療・介護の費用が大幅に増加します。
こうした中で、医療・介護分野等の給付の効率化・重点化に取り組んでいく必要があります。

（千円）

１１人人当当たたりり医医療療費費

（千円）

（（参参考考））１１人人当当たたりり薬薬剤剤料料（（内内服服薬薬））

※内服薬に限定した数字

0 500 1,000

0～4

5～9

10～14

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85～

0 100 200

（出所）要介護認定率：厚生労働省「介護保険事業状況報告（令和４年度）」
総務省「人口推計」 

介護費  ：厚生労働省「介護給付費等実態統計（令和４年度）」
総務省「人口推計」 
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0.75

1.00

1.25

1.50

1.75

①①負負担担能能力力にに応応じじたた負負担担

②②我我がが国国のの医医療療提提供供体体制制のの問問題題点点

（（３３））今今後後のの社社会会保保障障のの課課題題

我が国における人口当たりの病床数は、他の先進国と比較して多くなっています。これは病床あたり
の医師数が非常に少ない要因にもなっています。人口減少や高齢化による医療需要の質・量の変化を
見据え、各地域において、入院、外来を通じた、医療機関間の役割分担や連携の強化が求められてい
ます。

国 名
平均

在院日数
（急性期）

人口千人
当たり

総病床数

人口千人
当たり

臨床医師数

病床百床
当たり

臨床医師数

１病院
当たり

臨床医師数

日 本
26.3

（15.7）
12.5 2.7※ 21.0※ 40.6※

ドイツ
9.0

（7.5） 
7.7 4.7 60.8      131.5

フランス
9.1 

(5.5) 
5.4 3.9 72.1 89.8

イギリス
8.3

（7.5）
2.4 3.4 138.5 124.5

アメリカ
6.6※

（6.0※）
2.8※ 2.7※ 98.9※ 148.1※

（出所）「OECD Health Statistics 2025」より作成（2023年のデータ。※は2022年データ）。

◆◆ 主主要要先先進進国国ににおおけけるる医医療療提提供供体体制制のの比比較較

◆◆１１人人当当たたりり保保険険料料･･支支援援金金のの推推移移（（月月額額））

H20 R7

現役世代一人当たり支援金※

5,332円

2,980円

7,192円

11..  44倍倍

6,116円

11..  99倍倍

高齢者一人当たり保険料

（年度）

◆◆  後後期期高高齢齢者者のの医医療療費費とと財財源源

自己
負担
８％

高齢者
保険料

８％

後期高齢者支援金
（現現役役世世代代のの保保険険料料）３７％

国費・地方費
４７％

総額２０.４兆円（一人当たり約１００万円）

◆◆  １１人人当当たたりり医医療療費費とと保保険険料料のの増増加加（（HH2211→→RR４４））

※令和７年度予算を基に作成。

75歳以上の方の１人当たり医療費は約100万円であり、その財源の８割強は公費と現役世代からの支
援金です。今後、支え手である現役世代の人口が減少していく中で、支援金としての現役世代の負担は
大きくなっていくことが見込まれます。そのため、年齢ではなく負担能力に応じた負担へ転換していく必
要があります。

こうした中、令和４年10月からは、一定以上の所得がある後期高齢者について８割給付（２割負担）が
導入されています。また、現役世代１人当たりの支援金と高齢者１人当たりの保険料の伸び率が同じに
なるように、後期高齢者の保険料負担の在り方を見直すこととしています。

1人当たり医療費の増

＋4.2万円

＋10.1万円

＋4.5万円

＋3.6万円

1人当たり保険料の増

75歳～15～64歳 65～74歳

＋8.6万円

＋1.6万円

（倍）

※ H20年度の数値を１とした場合の倍数（満年度化の影響排除
のためH20年度の金額に12/11を乗じたものを基準に計算）
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「社会保障と税の一体改革」は、社会保障にかかる費用の相当部分を、将来世代へ負担を先送りして
いるという現状を改善し、財政健全化と同時に社会保障の充実・安定化を実現するものです。

（（４４））社社会会保保障障とと税税のの一一体体改改革革

「税制抜本改革」で
安定財源を確保

社会保障の充実・安定化

財政健全化目標の達成

同時に達成

● 景気の変化に左右されにくく、税収が安定している

● 働く世代など特定の人に負担が集中することなく、経済活動に中立的

なぜ、消費税なのか？

社会保障の財源を調達する手段としてふさわしい税金

社社会会保保障障４４経経費費（（国国・・地地方方））
４４７７．．９９兆兆円円

消費税収４％分
(地方消費税１％分除く）

１３．３兆円

将来世代への負担の先送り
１９．５兆円

消消費費税税収収
２２８８．．３３兆兆円円

消費税率５％引上げ分
１５．１兆円

社会保障４経費と消費税収の関係

（注１）社会保障改革プログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果（▲0.4兆円）を活用した分とあわせ、社会保障の充実（4.5兆円）を実施している。
（注２）消費税収及び社会保障４経費の各数値は、軽減税率制度の影響を反映した令和７年度予算ベースの国・地方の数値である。
（注３）軽減税率の導入に当たっては、安定的な恒久財源を確保するための法制上の措置等を講じている。
（注４）合計額が一致しない箇所は端数処理の関係による。

ここどどもも・・子子育育てて
 幼児教育の無償化

（３～５歳までの全てのこどもたちを対
象に無償化等）

 高等教育の無償化
（一定所得以下の家庭のこどもたちに
対し、大学等の授業料減免、給付型
奨学金の支給拡充）

 待機児童を解消し、働きたい
女性が働ける環境を整備

医医療療・・介介護護
 国民健康保険等の保険料軽

減の対象者を拡大

 介護サービスの充実（処遇

改善・ICT化）

年年金金
 低所得高齢者に対する給付

（一人当たり月５千円等の給付金等）

 年金受給に必要な資格期間
の短縮
（２５年⇒１０年）

など

社会保障の充実等

消費税率引上げに伴う増

年金国庫負担1/2等

社会保障の安定化

社会保障の充実の主な施策

（年度）

（兆円）

社会保障の財源を調達する手段としてふさわしい税金

（年度）

消消費費税税
（（注注））地地方方消消費費税税分分はは

含含ままれれてていいなないい。。

（注）令和６年度以前は決算額、令和７年度は予算額である。

法人税

所得税

0

5

10

15

20

25

30

平２

(1990)

平７

(1995)

平12

(2000)

平17

(2005)

平22

(2010)

平27

(2015)

令２

(2020)

令５

(2023)

令６

(2024)

令７

(2025)

32



①①国国とと地地方方のの税税財財源源配配分分とと歳歳出出割割合合

②②国国とと地地方方のの財財政政状状況況比比較較

基礎的財政収支 財 政 収 支

国 ▲１１．５兆円程度 ▲１６．３兆円程度

地 方 ８．３兆円程度 ７．４兆円程度

（出所）内閣府「中長期の経済財政に関する試算」（令和７年８月７日）より。

○国と地方の基礎的財政収支・財政収支（フロー）（2025年度見込み）

○国と地方の長期債務残高（ストック）の推移

（注） 交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金については、その償還の負担分に応じて、国と地方に分割して計上しています。なお、2007
年度当初をもってそれまでの国負担分借入金残高の全額を一般会計に承継したため、2007年度末以降の同特会の借入金残高は全額
地方負担分（2025年度末見込みで26兆円程度）です。

国国

地地 方方

３３００年年前前
（（１１９９９９５５年年度度末末））

１１５５年年前前
（（２２００１１００年年度度末末））

現現在在
（（２２００２２５５年年度度末末見見込込））

２２８８５５兆兆円円 ６６６６２２兆兆円円 １１,１１５５９９兆兆円円

１１７７２２兆兆円円２２００００兆兆円円１１２２５５兆兆円円

約約３３７７６６兆兆円円増増加加 約約４４９９７７兆兆円円増増加加

約約７７５５兆兆円円増増加加 約約２２８８兆兆円円減減少少

23．社会保障以外の歳出分野

（（１１））国国とと地地方方

地方交付税等の財政移転により、国と地方の税財源の比率は歳出の比率と同程度の水準となってい
ます。しかし、国と地方を合わせた租税総額と歳出総額はアンバランスであり、このアンバランスを解消
していくことが重要です。

国と地方の財政状況を比較すると、基礎的財政収支・財政収支（フロー）で見ても、長期債務残高（ス
トック）で見ても、国は地方よりも極めて厳しい状況にあります。

６６３３．．４４％％
（（７７７７．．４４兆兆円円））

３３６６．．６６％％
（（４４４４．．６６兆兆円円））

６６３３ ：：３３７７

４４５５．．００ ％％
（（５５５５．．００兆兆円円））

国国のの歳歳出出
（（純純計計ベベーースス））

４４５５．．８８％％（（９９４４．．３３兆兆円円））

地地方方のの歳歳出出
（（純純計計ベベーースス））

５５４４．．２２％％（（１１１１１１．．６６兆兆円円））

【【歳歳入入】】

４４５５：： ５５５５

４４６６：： ５５４４

国国税税：：地地方方税税

国国歳歳出出：：地地方方歳歳出出
【【歳歳出出】】

法法定定率率分分及及びび地地方方譲譲与与税税  １１８８．．４４％％

（出所）「地方財政の状況（令和７年３月）」等

（（令令和和５５年年度度決決算算）） （（国国：：国国税税）） （（地地方方：：地地方方税税））

租租税税総総額額
（（１１２２２２．．００兆兆円円））

国国とと地地方方のの歳歳出出総総額額
（（２２００５５．．９９兆兆円円））

５５５５．．００％％
（（６６７７．．１１兆兆円円））

（（令令和和５５年年度度決決算算））
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【歳入97.1(+3.4)】

地方税・地方譲与税
：48.4(＋3.0)

地方特例交付金等：0.2(▲0.9)

その他：6.3(+0.1)

【歳出97.1(+3.4)】

公債費：10.7(▲0.2)

投資的経費
：12.1(＋0.1)

一般行政経費
：45.6(+2.0)

給与関係経費
：21.0(＋0.7)

地方交付税交付金
(出口ベース）

19.0兆円

その他：7.6(+0.8)

交付税
法定率分等

18.７
（+2.0）

特会財源
0.3（▲1.7）

歳出歳入ギャップ
19.0 （+0.3)

地方債：6.0(▲0.3)
うち、臨時財政対策債：0(▲0.5)

国庫支出金
：17.2(+1.4)

うち、補助分：26.6（+1.5）
うち、単独分：15.9（+0.5)
うち、新しい地方経済・生活
環境創生事業費：1.2（▲0.1)

うち、地域社会再生事業費
 ：0.4（－）

国国
・・
地地
方方
折折
半半

③③地地方方交交付付税税総総額額のの算算定定制制度度

令和７年度地方財政計画（単位：兆円、（カッコ書）は対前年度増減額）

地方交付税の総額については、国税の一定割合（法定率分）等に、地方財政計画上の歳出歳入ギャ
ップ（財源不足）のうち法定率分等を充てても不足する財源（折半対象財源不足）がある場合、その半分
を特例加算として加えた額として決定されます。

④④地地方方一一般般財財源源総総額額実実質質同同水水準準ルルーールル

「地方一般財源総額実質同水準ルール」とは、地方の一般財源の総額について、前年度の地方
財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するものです。

同ルールの下、令和７年度地方財政計画において、地方の一般財源の総額について前年度と実
質的に同水準を確保しています。

地地方方交交付付税税法法定定率率

所得税 33.1％

法人税 33.1％

酒税 50.0％

消費税 19.5％

地方法人税 100.0％

※ 地方交付税法定率（令和７年度）

※ 一般財源

・ 地方税、地方譲与税、地方交付税、地方特例

交付金等、臨時財政対策債が該当します。

・ 使途が特定されず、 地方団体がどのような経

費にも使用できる財源です。

地方交付税交付金
（入口ベース）

18.７兆円

「「骨骨太太22002244」」（（令令和和６６年年６６月月2211日日閣閣議議決決定定））

第３章 ２．中期的な経済財政の枠組み
予算編成においては、2025年度から2027

年度までの３年間について、上記の基本的
な考え方の下、これまでの歳出改革努力を
継続する。その具体的な内容については、
日本経済が新たなステージに入りつつある
中で、経済・物価動向等に配慮しながら、各
年度の予算編成過程において検討する。

第３章 ３．(５)地方行財政基盤の強化
交付団体を始め地方の安定的な財政運営

に必要となる一般財源の総額について、
2024年度地方財政計画の水準を下回らな
いよう実質的に同水準を確保して、（略）。

折半対象
財源不足

７７年年度度ははななしし

臨時財政対策債

－（－）
特例加算

－（－）

令和７年度地方財政計画 (単位：兆円)
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（（２２））防防衛衛

国家安全保障戦略（2022年12月閣議決定）では、2027年度（令和９年度）において、防衛力の抜本的
強化とそれを補完する取組をあわせ、そのための予算水準が戦略策定時の国内総生産（ＧＤＰ）の２％
に達するよう、所要の措置を講ずることとしています。
その上で、防衛関係費については、防衛力整備計画（2022年12月閣議決定）において、これまでの中

期防衛力整備計画と異なり、名目値として、2023年度（令和５年度）から2027年度（令和９年度）までの５
年間の防衛力整備の水準を43兆円程度、各年度の予算の編成に伴う防衛関係費は40.5兆円程度
（2027年度は、8.9兆円程度）としています。

防防衛衛力力整整備備計計画画ののポポイインントト

防衛力整備計画
（2023年度～2027年度）

  中期防衛力整備計画
 （2019年度～2023年度）

防衛力整備の水準 43兆円程度 27兆4,700億円程度

各年度の予算編成に伴う
防衛関係費（注）

40兆5,000億円程度
(2027年度は８兆9,000億円程度)

25兆5,000億円程度

新たに必要となる事業に係る
契約額（物件費）

43兆5,000億円程度 17兆1,700億円程度

（注）各年度の予算の編成に伴う防衛関係費は、以下の措置を別途とることを前提としている。
・ 自衛隊施設等の整備の更なる加速化を事業の進捗状況等を踏まえつつ機動的・弾力的に行うこと（１兆6,000億円程度）。
・ 一般会計の決算剰余金が想定よりも増加した場合にこれを活用すること（9,000億円程度）。なお、防衛力整備の一層の効率

化・合理化の徹底等を行い、決算剰余金が増加しない場合においては、当該徹底等の取組を通じて実質的な財源確保を図る。

決算
剰余金
の活用

税制
措置

歳出
改革

防衛力
強化資金
（仮称）

下図はイメージ図である
ことに留意

決算
剰余金
の活用

5.2兆円
R4当初
中期防
対象経費 25.9兆円（Ｂ）

R5 R9 R10～

新
た
な
防
衛
力
整
備
計
画
（
現
中
期
防
）
対
象
経
費
の
増

８．９程度
（単位：兆円）

４．６～５強

３．５程度

３強

１強

０．９程度

０．７程度

１強

歳出追加需要：14.6兆円程度
（A）

防衛力整備の水準：４３．０兆円程度

予算総額 ：４０．５兆円程度
（A＋B）

２．５兆円程度
（防衛力整備の水準の達成のための様々な工夫）

令和４年12月16日 政府与党政策懇談会資料

防衛力整備計画では、2027年度以降、防衛力を安定的に維持するための財源、及び、2023年度から
2027年度までの計画を賄う財源の確保については、歳出改革、決算剰余金の活用、税外収入を活用した
防衛力強化資金の創設、税制措置等、歳出・歳入両面において所要の措置を講ずることとしています。

新たな防衛力整備計画に関する財源確保について

平成30年度
価格
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内外の物価上昇や為替の減価によって装備品等の単価が上昇する中、防衛力整備計画で定められた
「43兆円程度」「43.5兆円程度」を効果的・効率的に活用して必要な防衛力を確保していくことが必要です。
そのため、令和７年度予算編成においても価格低減等の取組を行っています。

取組の例 低減額

装備品の運用停止・用途廃止 ▲7億円

装備品の計画的・安定的・効率的な取得 ▲259億円

自衛隊独自仕様の絞り込み ▲2億円

事業に係る見直し ▲957億円

工数・工程等の精査 ▲1,427億円

令和７年度の防衛力整備計画対象経費は、防衛力整備計画の３年目の予算として、防衛力強化を着
実に実施するため、歳出ベースで8.5兆円（対前年度＋0.7兆円）、契約ベースで8.4兆円（対前年度▲0.9
兆円）を確保しています。

また、ＳＡＣＯ・米軍再編関係経費を含めた防衛関係予算は、歳出ベースで8.7兆円（対前年度＋0.8兆
円）、契約ベースで8.8兆円（対前年度▲0.9兆円）となります。

≪≪防防衛衛関関係係予予算算のの推推移移≫≫ ≪≪新新規規契契約約額額のの推推移移≫≫

（注１）当初予算ベース、（ ）内は対前年度比。
（注２）≪防衛関係予算の推移≫のうち令和元年度及び２年度は、消費税影響分を含む。
（注３）令和３年度は歳出187億円・契約266億円、令和４年度は歳出318億円・契約308億円、令和５年度は歳出339億円・契約491億円、令和６年度は歳出324億円・契

約365億円、令和７年度は歳出314億円・契約714億円のデジタル庁計上分を含む。

（注）上記計数は、新規契約額ベース。
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政府専用機関連経費

臨時・特別の措置（防災・減災、国土強靱化関係）

52,574
（+1.3%）

53,133
（+1.1%）

（+1.4%）（+1.2%）

（億円）

53,422
（+0.5%）

54,005
（+1.1%）

01中期防 防衛力整備計画
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（+26.3%）

79,496
（+16.5%）
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政府専用機関連経費

臨時・特別の措置（防災・減災、国土強靱化関係）

36,850
（+14.0%）

37,015
（＋0.4%）

（億円）

37,076
（+0.2%）

40,714
（+9.8%）

防衛力整備計画01中期防

95,768
（+135.2%）

96,803
（+1.1%）

87,896
（▲9.2%）

（+13.2%）（+0.5%） （+0.2%）（+2.8%）
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（▲9.9%）
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公共事業関係費はピーク時に比して減少しています。しかしながら、我が国の公的固定資本ストック
（対GDP比）は主要先進国と比べて高い水準にあります。こうした中、近年の激甚化する水災害対応等
への対応のため、防災・減災、国土強靱化に予算を重点化しています。

①① 公公共共事事業業関関係係費費のの推推移移
（兆円）

■当初 臨時・特別の措置  □補正

（（３３））公公共共事事業業

元平元
(1989)

（注）NTT-Aを除く。

②② 公公的的固固定定資資本本（（対対GGDDPP比比））のの国国際際比比較較

（％）

公的固定資本形成（対GDP比） 公的固定資本ストック（対GDP比）

（出所）公的固定資本形成（2023年）：
日本…内閣府「国民経済計算」に基づいて計算した数値。 諸外国…OECD “National Accounts” 等に基づいて計算した数値。

公的固定資本ストック（2019年）：
日本…内閣府「国民経済計算」、 諸外国…IMF “Investment and Capital Stock Dataset”

（注）１．公的固定資本形成について、日本は年度ベース。諸外国は暦年ベース。総固定資本形成から研究開発投資分（Ｒ＆Ｄ）や防衛関連分を控除。
２．一般政府（中央政府、地方政府、社会保障基金を合わせたもの）ベース。

③③ 最最近近のの公公共共事事業業関関係係費費とと防防災災・・減減災災、、国国土土強強靱靱化化関関連連予予算算のの状状況況

令令和和５５年年度度 令令和和６６年年度度 令令和和７７年年度度

予予算算額額
３３９９，，４４９９７７
［［３３９９，，６６９９８８］］

４４００，，３３３３００ ４４００，，７７００６６

対対前前年年増増減減
＋＋７７６６１１

（（＋＋２２．．００％％））
＋＋８８３３３３

（（＋＋２２．．１１％％））
＋＋３３７７６６

（（＋＋００．．９９％％））

○○当当初初予予算算ににおおけけるる公公共共事事業業関関係係費費ののううちち、、
防防災災・・減減災災、、国国土土強強靱靱化化関関連連予予算算 （単位：億円）
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国国土土強強靱靱化化
３３かか年年緊緊急急対対策策

（（臨臨時時・・特特別別のの措措置置））

2.4

消費税率
10％への引上げ

新型コロナウイルス
感染症の発生

（注）H30補正、R２補正、R３補正及びR４補正のカッコ書きは国土強靱化３か年
緊急対策又は５か年加速化対策分であり、R５補正及びR６補正のカッコ書きに
は、５か年加速化対策分のほか、国土強靱化緊急対応枠（ 3,000 億円）を含む。

（公共事業関係費：兆円）

(1.30)

(1.65)

(1.25) (1.25)

国国土土強強靱靱化化
５５かか年年加加速速化化対対策策

■当初予算 □補正追加

(0.8)

※令和５年度の［ ］書きの予算額は、令和６年度との比較対照のため
組替えた後の予算額。

(1.16)

※令和７年度予算において、公共事業関係費については安定的な確保
（６兆858億円）を行い、能登半島地震等の教訓を踏まえた制度改正・体
制整備、規制・誘導手法の活用などソフト対策との一体的取組、新技術
の開発・普及などにより、防災・減災、国土強靱化を推進。

 防災・減災、国土強靱化関連予算として、４兆706億円（対前年度比
＋376億円）を確保し、重点化を実施。
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過半の都道府県において、人口減少にも関わらず洪水浸水想定区域の人口が増加してしまっていま
す。このため、防災・減災対策については、「より多くの人がより災害リスクの低い土地に居住し生活す
ること」を政策目的とする全体的な視点に基づき、災害リスクの高い土地の人口等により防災・減災対
策の各取組を評価し、改善していくプロセスを確立してしていくことが必要です。

人口減少が進む中で、社会資本ストックの人口一人あたり維持管理コストはより一層の増加が見込ま
れるとともにストックの利用者や維持・整備の担い手の減少も見込まれています。このため、社会資本ス
トックの集約・長寿命化や新規整備の重点化を徹底していくことが必要です。

⑤⑤ 総総人人口口のの見見通通しし ⑥⑥ 維維持持更更新新ココスストトのの見見通通しし
（（国国土土交交通通省省所所管管分分野野））

予防保全を行った場合（左軸）

事後保全の場合（左軸）

予防保全を行った場合の一人当たり費用（右軸）

事後保全の場合の一人当たり費用（右軸）

（兆円） （千円）

9,900

12,400
12,700

12,300

10,500

8,700

（出所）2000年以前の人口は、総務省統計局「国勢調査」、2025年人口は、総務省統計局
「人口推計（令和７年７月報）」、2050年以降の人口は、国立社会保障・人口問題研究
所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」 （出生中位・死亡中位仮定）より作成。

（注）洪水浸水想定区域内人口増減率は、Ｈ24時点の洪水浸水想定区域におけるＨ７とＨ27の人口を比較して算出。

④④ 洪洪水水浸浸水水想想定定区区域域内内人人口口のの変変化化（（HH７７年年ととHH2277年年のの比比較較））
3322の都道府県で、洪水浸水想定区域内人口が増加

 うち 2211の道府県で、人口が減少し、洪水浸水想定区域内人口が増加
６６の都県で、人口増加率を上回って、洪水浸水想定区域内人口が増加

（年）

（万人）

（年度）

※予防保全：施設の機能や性能に不具合が発生する前に修繕等の対策を講じること。
 事後保全：施設の機能や性能に不具合が生じてから修繕等の対策を講じること。

※推計値は幅を持った値としているため、グラフは最大値を用いて作成している。
（出所）総務省統計局「人口推計（平成31年４月報）」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将

来推計人口（平成29年推計）」 （出生中位・死亡中位仮定）、国土交通省資料を基に作成。
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（（４４））文文教教・・科科学学技技術術

（出所）OECD「Education at a Glance 2025」
（注）OECD加盟38か国のうち、コロンビアを除く。

我が国は、公財政教育支出（ＧＤＰ比）は、OECD平均の約７割ですが、子どもの数も、 OECD平均の約
７割となっています。したがって、在学者１人当たりで見れば、我が国は、OECD平均と遜色ない水準と
なっています。

公公財財政政教教育育支支出出対対GGDDPP比比
（（初初等等・・中中等等・・高高等等教教育育段段階階））
（（22002222年年））

OOEECCDD平平均均：：44..00％％

（％）

７割

人人口口全全体体にに占占めめるる在在学学者者数数のの割割合合
（（初初等等・・中中等等・・高高等等教教育育段段階階））
（（22002222年年））

OOEECCDD平平均均：：1188..99％％

在在学学者者１１人人当当たたりり公公財財政政教教育育支支出出
対対国国民民１１人人当当たたりりGGDDPP比比（（22002222年年））

（％） （％）

OOEECCDD平平均均：：2211..33％％
７割

（出所）OECD「Education at a Glance 2025」、「Revenue Statistics 2024」
（注）OECD加盟38か国のうち、コロンビアを除く。

OOEECCDD加加盟盟国国のの租租税税負負担担率率とと公公財財政政教教育育支支出出【【22002222年年】】

在学者1人当たり公財政教育支出（対国民1人当たりGDP比）

国民1人当たり租税負担（対国民1人当たりＧＤＰ比）

（％）

（％）
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平成の期間を通じて、子どもの数は３分の２になりましたが、教職員は１～２割減にとどまっています。

①①文文教教

＜＜初初等等中中等等教教育育＞＞

教教職職員員定定数数（（公公立立小小中中学学校校））とと児児童童生生徒徒数数のの推推移移

外外部部人人材材等等のの予予算算人人員員のの推推移移（（小小中中学学校校））（人）

(出所）令和６年度学校基本統計等
（年度）

（児童生徒数：万人） （教職員定数：万人）

（教職員3.1人：児童生徒40人＝）
69万人

76万人（＝教職員2.0人：児童生徒40人）

児童生徒数当
たり教職員数
が平成元年度
と同じ割合とし
た場合の教職
員定数

10万人
45万人

24万人

●

うち特別支援学校・学級に通う児童生
徒数の増加による教職員定数の増

（文部科学省調べ）

（注１）「教員数（児童生徒40人あたり）」は、公立小中学校について、文部科学省「文部科学統計要覧」に基づき算出。
（注２）「外部人材」は、「スクールカウンセラー」、「スクールソーシャルワーカー」、「スクールサポートスタッフ（教員業務支援員）」、 「学習指導員」、 「部活動指
導員」。
（注３）「時間外在校等時間（平日、月）」は、文部科学省資料に基づき算出。

（注）特例定員に係る定数増減は除く。

教教員員のの「「時時間間外外在在校校等等時時間間（（月月））」」等等のの推推移移

2,000 1,000 
1,300 10,350 10,000 7,700 7,700 8,000 11,000 11,000 11,000 11,000 
9,200 3,000 3,600 4,600 

9,600 10,650 12,950 
28,100 28,100 

4,500 9,000 10,200 
10,800 11,250 12,552 

16,013 16,251 

25,500 26,000 
26,700 

27,500 27,500 
27,500 27,500 27,500 

27,500 27,500 

3,000 5,000 
7,500 

10,000 10,000 
10,000 10,000 10,000 

10,000 10,000 

0

20000

40000

60000

80000

100000

平成
28年度

29 30 令和
元年度

2 3 4 5 6 7

スクールソーシャルワーカー
スクールカウンセラー
部活動指導員
スクールサポートスタッフ
学習指導員
副校長・教頭マネジメント支援員
校内教育支援センター支援員

6.0万5.8万人

4.9万人
4.1万人3.9万人

6.9万人 7.0万人 7.4万人

9.4万人 9.4万人

  令令和和７７年年度度予予算算 義義務務教教育育費費国国庫庫負負担担金金：：1166,,221100億億円円
文文教教施施設設費費：：     773366億億円円 等等
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（当初予算ベース）

②②科科学学技技術術

我が国の高等教育機関への進学率は８割に達し、国際的にもトップクラスの高さにあります。今後、18歳人口の

大幅減により、進学者数は減少する見込みである中で、社会のニーズに応え、研究開発予算を将来の成長につ
なげるためにも、大学・学部の再編や教育・研究力向上といった大学改革が急務になっています。

＜＜高高等等教教育育＞＞

科学技術予算は、厳しい財政事情の中にあっても、社会保障関係費と並び大きく伸びており、科学技
術の振興を図るために必要な予算を確保してきています。

  令令和和７７年年度度予予算算 科科学学技技術術振振興興費費：：1144,,222211億億円円

1188歳歳人人口口とと高高等等教教育育機機関関へへのの進進学学率率等等のの推推移移

（出所）OECD「Education at a Glance 2025」

（％）

一一般般会会計計・・主主要要経経費費のの推推移移（平成元年度を100とした場合）

（注１）令和元年度及び２年度の各経費には「臨時・特別の措置」を含み、科学技術振興費については、令和元年度（13,597億円）において
219億円、２年度（13,639億円）において74億円をそれぞれ計上。

（注２）公共事業関係費は、NTT-Aを除く。

（％）

公共事業関係費

一般歳出

科科学学技技術術振振興興費費

社会保障関係費

（1989）
（年度）

【OECD平均：48％】

（出所）令和7（2025）年度私立大学・短期大学等入学志願動向

定
員
充
足
率

大学数（校）

100%
316校（全体の半数
以上）が定員割れ

87.3%
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短大入学者数（万人）

専門学校入学者数（万人）

高校等卒業者数（万人）

18歳人口（万人）

大学入学者数（万人）

● 18歳人口   ＝ ３年前の中学校卒業者数及び中等教育学校前期課程修了者数
● 高等教育機関への進学率   ＝ 当該年度の大学・短大・専門学校の入学者、高専４年次在学者数

  18歳人口
● 高校等卒業者数 ＝ 高等学校卒業者数及び中等教育学校後期課程修了者数

国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口（令和５年推計）」 
（出生中位・死亡中位仮定）による

（出所） 文部科学省「学校基本統計」、令和７年度以降については国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」 （出生中位・死亡中位仮定）を基に作成

高専４年次在学者数

（年度）

高等教育機関への進学率
大 学:         59.1%     
短 大:           3.1%         
高専４年次:    1.0%
専門学校:     24.0%

(62) (64) (66) (68) (70) (72) (74) (76) (78) (80) (82) (84) (86) (88) (90) (92) (94) (96) (98) (00) (02) (04) (06) (08) (10) (12) (14) (16) (18) (20) (22) (24) (26) (28) (30) (32) (34) (36) (38) (40)(1960)

2255～～3344歳歳人人口口ににおおけけるる高高等等教教育育修修了了割割合合（（22002244年年））

（万人）

私私立立大大学学・・入入学学定定員員充充足足率率別別校校数数

  令令和和７７年年度度予予算算 国国立立大大学学法法人人運運営営費費交交付付金金：：1100,,778844億億円円
私私立立大大学学等等経経常常費費補補助助：：22,,997799億億円円、、育育英英事事業業費費：：11,,116677億億円円 等等

(90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (00) (01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) （21）（22）（23）（24）（25）
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（（５５））ググリリーーンン・・トトラランンススフフォォーーメメーーシショョンン（（GX））
2050年カーボンニュートラルの実現やエネルギー安定供給の確保のためにGXが求められる中、民間

のGX投資を促進する観点からカーボンプライシングを導入するとともに、これによって得られる将来の
財源を裏付けとして「GX経済移行債」を発行し、10年間で20兆円規模の先行投資支援を実施することで、
民間投資を促進することとしています。

・・排排出出量量取取引引
・・化化石石燃燃料料賦賦課課金金

2022

GX経経済済移移行行債債
将将来来財財源源

150兆兆円円超超ののGX投投資資のの実実現現

投投資資促促進進
投投資資促促進進

時間軸

額

投資規模
（BAU）

エネルギーに係る負担減少の範囲内で、以下を徐々に導入
① 特定事業者負担金（2033年度～）
② 化石燃料賦課金（2028年度～）

再エネ
賦課金

（イメージ）

石油石炭税
（イメージ）
⇒GX進展
により減少

ピピーーククアアウウトト

2022

＜負担に係る中長期的イメージ＞

2032年度頃

成成長長志志向向型型カカーーボボンンププラライイシシンンググ構構想想のの具具体体化化

※ BAU：Business As Usual （通常の場合）

（（６６））ＡＡＩＩ・・半半導導体体

産業競争力の強化、経済安全保障及びエネルギー政策上の観点から、ＡＩ・半導体分野に対し、
2030年度までに、全体として10兆円以上の公的支援を必要な財源を確保しながら行います。このような
計画的な支援により、民間事業者の予見可能性を高め、民間投資を促進します。
また、このAI・半導体産業基盤強化フレームに基づく支援では、補助・委託等の財政支援だけでなく、

出資・債務保証等の金融支援を活用していきます。その際には、第三者の外部有識者による評価等の
下で、適切なマイルストーンを設定し、その達成状況等を確認しながら、事業計画の認定・見直しや支援
継続の要否等を議論する枠組みを設け、透明性を持って説明責任を果たしながら支援します。
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（注１）国の行政機関及び特別機関の人員については、一般会計及び特別会計の令和７年度末予算定員の合計、地方の人員は、
令和７年度地方財政計画による職員数（通常収支分）。 

（注２）国の特別機関とは、国会、裁判所、会計検査院及び人事院を指す。
（注３）人件費について、国は一般会計及び特別会計の純計（令和７年度予算）、地方は令和７年度地方財政計画による人件費（通

常収支分）。

（（７７））公公務務員員人人件件費費

公公務務員員のの人人件件費費とと人人員員

行行政政機機関関

人 員 30.6万人

自自衛衛官官、、特特別別機機関関等等

人 員 27.9万人
※大臣等の特別職を含む

教教 育育
（（公公立立学学校校のの先先生生等等））

人 員 90.5万人

警警察察、、消消防防

人 員 41.8万人

国国家家公公務務員員

人 員 58.5万人
人件費  5.5兆円

地地方方公公務務員員

人 員  232.7万人
人件費 21.0兆円

（注１） 内閣官房内閣人事局公表資料より作成。
（注２） 日本、米国、ドイツ及び英国は2023年度、フランスは2022年度。
（注３）  は中央政府（軍人・国防職員を除く）の職員数。

 は中央政府（軍人・国防職員を除く）以外の公的部門の職員数（政府企業等職員、地方政府職員、軍人・国防職員）。

人人口口千千人人当当たたりりのの公公的的部部門門ににおおけけるる職職員員数数のの国国際際比比較較

一一般般政政府府雇雇用用者者給給与与対対GGDDPP比比のの国国際際比比較較

24.4

6.3

3.2

4.6

2.9

95.8
74.4

65.2

62.2

38.4

0 20 40 60 80 100

フランス

英国

ドイツ

米国

日本

（人）

我が国には、約58万人の国家公務員と約233万人の地方公務員がおり、公務員人件費は、国・地方で
総計約26兆円となっていますが、その水準は、主要諸外国の中でも最も低い水準となっています。

一一般般行行政政

人 員 100.3万人

12.5 

10.2 

9.1 

8.2 

5.4 

0.0 5.0 10.0 15.0

フランス

英国

米国

ドイツ

日本

（％）

（注）OECD “National Accounts of OECD countries, General Government Accounts 2022” より財務省作成。
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Ｒ６経済対策・補正予算と合わせて、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」
へ移行するための予算

１．令和７年度予算のポイント

第２部 令和７年度予算等について

重要政策課題への対応
○ 財源を確保しつつ複数年度で計画的に取り組んでいる重要政策課題を着実に推進。

― 厳しい安全保障環境に対応するための防衛力の抜本強化
― 「こども未来戦略」に基づくこども・子育て支援の本格実施
― 「投資立国」の実現に向けたＧＸ投資推進、ＡＩ・半導体産業基盤強化

○ 地方創生交付金の倍増や、内閣府防災担当の予算・定員の倍増など、重要政策に予算を
重点配分。

○ 薬価改定などの全世代型社会保障改革、教職調整額段階的引上げと教員の働き方改革と
いった重要課題への対応。

経済再生と財政健全化の両立

○ 経済・物価動向に配慮しつつ、重要政策課題に対応する中で、財政健全化を着実に推進。
＊当初予算で国債発行額が30兆円を下回るのは、17年ぶり

○ 地方の一般財源総額を確保しつつ、臨時財政対策債の発行額をゼロとするなど、地方財政の
健全化を推進。

経済・物価動向を反映した予算編成

○ 公務員・教職員・保育士の給与改善（Ｒ６人事院勧告）
○ 公共工事の設計労務単価の引上げ（Ｒ７分は２月改定）
○ 公立学校施設の補助単価の引上げ
○ 地方公共団体の公共調達の価格転嫁円滑化（労務費等）
     ＊重点支援地方交付金（Ｒ６補正）による対応

○ 取引適正化の取組の推進                         
（下請Ｇメン、トラック・物流Ｇメン、建設Ｇメン） 等

「歳出の目安」における経済・物価動向への配慮

○ 人事院勧告の影響もある中、政策的予算を適切に確保。

<社会保障関係費> 人口構造の変化に伴う増分に、年金スライド分や保育給付の上振れ相当分（Ｒ
６人事院勧告の影響）を上乗せ（＋2,500億円程度）。

<非社会保障関係費> 近年の物価上昇率の変化を反映したＲ６当初の「目安」（＋1,600億円）と
同水準を維持しつつ、公務員人件費の増により実質的に目減りしないよう、相当額を上乗せ（＋
1,400億円程度）。
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３．令和７年度予算の修正フレーム（衆議院修正＋参議院修正）

２．令和７年度フレーム（衆議院修正＋参議院修正後）（概要）
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４．令和７年度予算における各歳出分野の特徴

＜社会保障＞
○ 社会保障関係費は38.3兆円程度（Ｒ６比＋5,700億円程度）。経済・物価動向等に適切に
配慮しつつ、実質的な伸びを高齢化による増加分におさめるとの方針に沿った姿を実現。

○ Ｒ７薬価改定は、その在り方を見直した上で着実に実施し、国民負担を軽減（▲2,466
億円、国費▲648億円）。イノベーション評価の観点から、革新的新薬は改定対象品目を
限定するとともに、各種加算ルールを適用。メリハリ付けの観点から、特許切れ後の医薬
品について、適正に価格を引き下げ。安定供給確保にも対応。

○ 「こども未来戦略」の加速化プラン（3.6兆円）を本格的に実施し、８割超を実現。高
等教育の負担軽減の更なる充実、１歳児の配置改善など保育の質の向上、時短勤務時の給
付の創設など育休給付の充実を実施。

○ 生活保護のＲ７・８年度の生活扶助基準は、特例加算と従前額保障からなる臨時的・特例
的対応を継続した上で、特例加算を１人当たり月1500円に引上げ。

※ 政府原案に含まれていた「高額療養費制度の見直し」については、国会審議等を踏まえ、実施を見合わせ、本年秋に改め
て検討し決定することとし、予算修正が行われた。

＜教 育＞
○  教員の処遇改善について、人事院勧告の反映（+3.7％）に加え、Ｒ12までに教職調整額
を４％から10％に段階的に引上げ（Ｒ７は+１％）。中間段階で働き方改革の進捗を検証。
あわせて、小学校教科担任制の拡大や教員をサポートする外部人材の拡充等により、教員
の負担軽減や働き方改革を推進。

＜公共事業＞
○ 公共事業関係費は60,858億円（Ｒ６当初比＋30億円、Ｒ６補正：2.4兆円)。ハード整
備のみならず、災害リスクエリアにおける規制・誘導手法の活用などソフト対策との一体
的取組で国土強靱化を推進。

○ 能登半島地震等の教訓を踏まえ、上下水道の急所施設の耐震化や、全国の盛土区間の大
規模崩落を防ぐためののり面対策などについて、個別補助化により重点的に支援。

＜ 地方創生 ＞
○ 地方公共団体の自主性と創意工夫に基づき、「産官学金労言」における議論を踏まえた地
域独自の取組を強力に支援するため、当初予算における地方創生の交付金を倍増（Ｒ６：
1,000億円 → Ｒ７：2,000億円）。

○ 訪日旅行消費15兆円の目標達成に向け、国際観光旅客税の増収分（Ｒ６比＋50億円）
も活用し、地域の自然環境や文化資源を活用した観光コンテンツの充実などを推進。

＜農林水産＞
○ 改正「食料・農業・農村基本法」に基づき策定される新たな基本計画に係る施策を着実
に推進するため、「新基本計画推進集中対策」（共同利用施設の再編集約・合理化、農地
の大区画化、農林水産物の輸出促進、スマート農業技術の開発・導入、中山間地域等対策、
養殖業の成長産業化等）を実施（1,470億円）。

＜地方財政＞
○ 地方団体に交付される地方交付税は19.0兆円（+0.3兆円）。人件費の増加への対応を
含め一般財源総額を確保しつつ、臨時財政対策債の発行額をゼロ（平成13年度の制度創設
以来初）にするとともに、交付税特会借入金の償還を増額し（計画額0.6兆円を大幅に上
回る2.8兆円）、地方財政の健全化を推進。
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＜防 災＞
○ 災害時に活用可能なキッチンカー・トレーラーハウス等の登録制度の創設など、災害対応
力の強化、事前防災の徹底に向けて、内閣府防災担当の予算・定員を倍増（Ｒ６：73億
円・110人 → Ｒ７：146億円・220人）。  

○ 将来的なダムの事前放流量の増量にもつながるよう、線状降水帯・台風等の予測精度向上
に資する研究予算の倍増（R６比＋８億円）など、気象庁の機能強化を推進。（気象庁予算
は、Ｒ６補正とあわせて1,000億円超。）

○ 大規模災害等に活用可能な多目的巡視船をはじめ海保予算・定員を大幅拡充（Ｒ６比＋
180億円）。

＜復旧・復興＞
○ 東日本大震災からの復興について、帰還・移住支援や風評対策など、被災地のニーズに
きめ細やかに対応。

○ 能登半島地震・豪雨被害からの復旧・復興に向けて、Ｒ６補正や予備費も活用し、被災者の
生活・生業の再建支援やインフラ復旧など、被災地のニーズに応じて切れ目なく対応。

＜ 防 犯 ＞
○ 現場警察官の装備品や捜査支援分析ツールの整備等により、いわゆる「闇バイト」対策を強化
（Ｒ６比＋13億円）。地方創生の交付金等も活用し、防犯カメラの設置、青パト（青色防犯パト
ロール）の整備等を推進。

＜防衛力強化＞
○ 防衛力整備計画に基づき、スタンド・オフ防衛能力の強化など、防衛力の抜本強化を引
き続き推進。

○ 関係閣僚会議のとりまとめ内容を踏まえ、入隊後営舎内で生活する自衛官に対する給付
金の新設（採用後６年間で120万円）など自衛官の処遇改善を進めること等により、自衛
隊の人的基盤を強化。

＜科学技術＞
○ 科学技術振興費は14,221億円（Ｒ６比＋129億円）。科学技術・イノベーションへの投資と
して、ＡＩ、量子、健康・医療分野等の重要分野の研究開発を推進するとともに、国際性の高
い研究や若手研究者への支援を強化。 

＜ＧＸ・半導体＞
○ ＧX実行会議において「ＧＸ2040ビジョン」案を提示し、分野別の投資戦略を改定。
「ＧＸ経済移行債」により、引き続き、官民のＧＸ投資を強力に支援（エネルギー特会）。

○  経済対策で決定した「ＡＩ・半導体産業基盤強化フレーム」に基づき、次世代半導体の
量産化に向けた金融支援（1,000億円）、先端半導体設計等の拠点整備（318億円）など
を実施（エネルギー特会）。R６補正等と合わせると1.9兆円規模の支援を実施。

＜ 外 交 ＞
○ 厳しい国際情勢の中、安全保障対応（ＯＳＡ・情報戦等）や外交基盤（邦人保護・警備等）
を中心に強化（Ｒ６比＋47億円）。OＤＡ全体は民間資金動員等に重点措置しつつ（Ｒ６比＋
14億円）、ＪＩＣＡの支払前資金（Ｒ７は50億円程度）も活用して、実質稼働可能な資金を
十分確保。円借款等も含めたＯＤＡ事業量見込額は大幅増（Ｒ６比＋4,326億円）。

47



５．社会保障分野の重要課題への対応

６．教職調整額の段階的引上げ

※ 政府原案に含まれていた「高額療養費制度の見直し」については、国会審議等を踏まえ、実施を見合わせ、本年秋に改めて検討し決定することとし、予算修正が行われた。

① 経済的支援の強化
・ 妊婦のための支援給付の創設
（妊娠、出産時の相談とあわせて各５万円を給付）
・ 高等教育の負担軽減の抜本強化
（多子世帯の学生の授業料等を無償化）

 ② 保育の質の向上
・ 保育士等の処遇改善
（R6人事院勧告を踏まえ＋10.7％の大幅増額）
・ １歳児の配置改善
（職場環境改善を進めている施設において５対１を実現）
・ 「こども誰でも通園制度」の制度化

 ③ 育休制度の充実
・ 育休給付を一定期間、手取り10割に拡充
（現行８割）
・ 時短勤務時の給付を創設

「こども未来戦略」の加速化プラン
（3.6兆円規模）を本格実施。
R７予算で８割超が実現する見込み。

薬価改定を実施し、国民負担を軽減
（▲2,466億円、国費▲648億円）。
イノベーションの評価や安定供給確保にも対応。
① 対象範囲の見直し
（R3、R5改定）
医薬品の性質を問わず、平均乖離率の0.625倍以上
（R7改定）
品目ごとの性格に応じて対象範囲を設定しメリハリ付け
※新薬創出等加算対象品目：1.0倍以上、
 長期収載品：0.5倍以上 など

② イノベーションの評価
・ 改定時加算を初めて適用し、特許期間中の薬価を
維持する枠組みを一層強化

③ 安定供給確保に向けた配慮
    ・ 安定供給確保が特に求められる薬は、臨時的に

不採算品再算定を実施
・ デフレ突入以降初めて最低薬価を引き上げ

④ 特許切れ後の価格引き下げルールの適用

◆R７薬価改定◆こども・子育て政策の抜本強化
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７．新しい地方経済・生活環境創生交付金

８．防災体制・施策の抜本的強化
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Ⅰ．日本経済・地方経済の成長 ～全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～ 57,505億円
 １．賃上げ環境の整備 ～足元の賃上げに向けて～                                               9,127億円
  ○ 最低賃金引上げに対応する生産性向上支援〔297億円〕
 ○ 中小企業の大規模設備投資、高付加価値化のための設備投資、ＩＴ導入等の支援〔3,400億円〕

○ 中堅・中小企業の省力化に向けた工場等の拠点新設や大規模な設備投資の支援〔1,400億円〕
○ 医療・介護・障害福祉現場の生産性向上・職場環境改善等の支援〔2,304億円〕
○ 足元の経営状況の急変に直面する医療機関への支援 〔483億円〕 等

 ２．新たな地方創生施策（「地方創生2.0」）の展開 ～全国津々浦々の賃金・所得の増加に向けて～   18,406億円
     ○ 新しい地方経済・生活環境創生交付金〔1,000億円〕

  ○ 農林水産業の持続可能な成長及び食料安全保障の強化〔3,037億円〕
  ○ 地域における少子化対策の取組への支援〔95億円〕  

○ 地方誘客促進によるインバウンド拡大、観光地・観光産業の再生・高付加価値化〔538億円〕
  ○ 文化・芸術分野のクリエイター支援〔190億円〕 ○ 国立劇場の再整備〔200億円〕
  ○ 地方交付税交付金（出口ベース（債務償還分を除く））の増額〔7,926億円〕           等

 ３．「投資立国」及び「資産運用立国」の実現 ～将来の賃金・所得の増加に向けて～ 29,971億円
     ○ 量子コンピュータ・量子暗号技術等〔543億円〕 ○ 後発医薬品安定供給支援〔90億円〕

○ 創薬支援〔462億円〕 ○ 宇宙戦略基金〔3,000億円〕 ○ Beyond５G研究開発〔357億円〕
○ 大型研究施設の開発・高度化（ポスト富岳、SPring-8-Ⅱ等）〔248億円〕

  ○ 地域脱炭素推進交付金〔365億円〕 ○ レアメタルや銅の供給源の多角化支援〔922億円〕
○ 「ＡＩ・半導体産業基盤強化フレーム」に基づく支援〔13,054億円〕

等

Ⅱ．物価高の克服 ～誰一人取り残されない成長型経済への移行に道筋をつける～ 33,897億円
１．足元の物価高に対するきめ細かい対応 31,427億円
     ○ 重点支援地方交付金〔低所得世帯向け給付金：4,908億円、推奨事業メニュー分：6,000億円〕

９．令和６年度補正予算（第１号）の概要（令和６年12月17日成立）

  ○ 冬期の電気・ガス料金負担軽減〔3,194億円〕 ○ 燃料油価格激変緩和措置〔10,324億円〕        
○ 「給付金・定額減税一体措置（令和５年度経済対策）」に基づく給付金〔6,443億円〕 等

2．エネルギーコスト上昇に強い経済社会の実現 2,469億円
  ○ 家庭・住宅の省エネ・再エネの推進〔1,809億円〕（特別会計分とあわせ4,239億円 ）         

○ クリーンエネルギー自動車の導入支援〔360億円〕（特別会計分とあわせ1,860億円）                           等

Ⅲ ．国民の安心・安全の確保   ～成長型経済への移行の礎を築く～     47,909億円
１．自然災害からの復旧・復興                                                            6,677億円    
     ○ 能登地域の復旧・復興（なりわい支援、災害廃棄物処理の加速化等）〔2,684億円〕

  ○ 公共土木施設等の復旧等〔4,628億円〕（能登地域の復旧・復興分を含む）    等
２．防災・減災及び国土強靱化の推進                                                           19,584億円
     ○ 防災体制の抜本強化（新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用）
     ○ 線状降水帯・台風の予測精度の向上（気象庁の機能強化）〔451億円〕

  ○ 公立学校施設の整備（体育館の空調整備（779億円）を含む）〔2,076億円〕
     ○ 防災・減災、国土強靱化対策（公共事業関係費）〔14,063億円〕（公共事業関係費全体で2.４兆円(一部特別会計）） 等
３．外交・安全保障環境の変化への対応                                         14,090億円
     ○ グローバルサウスとの連携強化〔2,650億円〕○ ウクライナ・周辺国の支援ニーズへの対応〔269億円〕      

  ○ 官民のサイバーセキュリティ対策の強化〔395億円〕
○ 海上保安能力の強化〔912億円*〕 ○ 自衛隊等の安全保障環境の変化への的確な対応等〔8,268億円〕等

４．「誰一人取り残されない社会」の実現                                                       7,558億円
     ○ 防犯体制の強化〔19億円〕（あわせて、新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用）

  ○ こども・子育て支援（保育士等の処遇改善、こどもの貧困対策等）〔2,206億円〕
     ○ 旧優生保護法関係の補償金等の支給〔878億円〕                                                                    等

■ 一般会計補正予算の追加歳出                139,310億円
   （その他特別会計分 8,861億円）

* 他の柱に整理されている事業も含んだ金額

※  特別会計分及び既存基金の活用とあわせ1.6兆円規模   

（特別会計分とあわせ3,185億円）

*
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11．令和６年度補正後予算フレーム

10．令和６年度補正予算（第１号）フレーム
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・食料安定供給特別会計（農林水産省）

・国有林野事業債務管理特別会計（農林水産省） ※経過特会

・特許特別会計（経済産業省）

・自動車安全特別会計（国土交通省）

・東日本大震災復興特別会計
（国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、

外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、

環境省及び防衛省）

〇一般会計・特別会計の主要経費別純計

Ⅰ．一般会計と特別会計

・交付税及び譲与税配付金特別会計（内閣府、総務省及び財務省）

・地震再保険特別会計（財務省）

・国債整理基金特別会計（財務省）

・外国為替資金特別会計（財務省）

・財政投融資特別会計（財務省及び国土交通省）

・エネルギー対策特別会計 （内閣府、文部科学省、経済産業省及び環境省）

・労働保険特別会計（厚生労働省）

・年金特別会計（厚生労働省）

・子ども・子育て支援特別会計（内閣府及び厚生労働省）

○特別会計一覧（令和７年度）

この主要経費別純計とは、一般会計歳出総額（令和７年度115.2兆円）と特別会計歳出総額（同429.5
兆円）の合計から会計間の入り繰りを控除し、政策分野ごとに整理したものです。いわば国全体の歳出
の全体像を示すものです。

○一般会計・特別会計の歳出純計の推移

国債費
85.5兆円

合計
254.9兆円

社会保障関係費
103.2兆円

地方交付税交付金等
21.5兆円

財政投融資
10.8兆円

その他

33.9兆円

（注）令和７年度予算ベース。

収入の少ない地方自治体
が行政サービスを維持す
るための財源

国の借金の利払いや返済
年金、医療、介護、こども・子育て、失
業給付、生活保護など

事 項
令和５年度

（決算額）

令和６年度

（決算見込額）

令和７年度

（予算額）

一般会計歳出総額 （Ａ） 127.6兆円 136.9兆円 115.2兆円

特別会計歳出総額 （Ｂ） 412.5兆円 431.5兆円 429.5兆円

合計 （Ｃ＝Ａ＋Ｂ） 540.1兆円 568.4兆円 544.7兆円

うち重複額 （Ｄ） 137.4兆円 152.5兆円 153.5兆円

差引額 （Ｅ＝Ｃ－Ｄ） 402.7兆円 416.0兆円 391.1兆円

うち控除額 （Ｆ） 153.9兆円 134.2兆円 136.2兆円

純計額 （＝Ｅ－Ｆ） 248.8兆円 281.8兆円 254.9兆円

（注）控除額とは、国債整理基金特別会計における借換償還額を指す。

その他

防衛関係費        8.7兆円
公共事業関係費        6.5兆円
文教及び科学振興費        5.7兆円
食料安定供給関係費        2.0兆円
エネルギー対策費        2.0兆円
経済協力費        0.5兆円
中小企業対策費        0.2兆円
恩給関係費        0.1兆円
その他の事項経費        7.1兆円
復興加速化・福島再生予備費 0.1兆円
予備費        1.3兆円

国が行う貸付の原資

会計情報とＰＤＣＡサイクル（参考）
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◇ 令和５年度末において資産は778.1兆円計上されていますが、その大半は売却処分して他の財源に

充てることができないものとなっています （下図及び次頁をご参照ください。)。

○  資産、負債の科目の中には運用資産と調達財源がほぼ連動しているものがあります。

• 外貨証券(141.0兆円（有価証券の内数））：購入のための財源は、外国為替資金証券 (93.4兆円（政
府短期証券の内数）)の発行により調達しています。

• 財政融資資金貸付金(112.3兆円（貸付金の内数）)：貸付けのための財源は、財投債(94.5兆円)の発
行により調達された資金や預託金（10.5兆円）で構成されています。

• 運用寄託金(115.6兆円)：将来の年金給付財源として保有している保険料等の積立金の一部であり、

見合う金額を公的年金預り金(125.5兆円) として計上しています。

○   また、資産の中には売却して現金化することを想定できないものが相当程度含まれています。

• 有形固定資産(196.7兆円)：道路や河川といった公共用財産等
• 出資金(103.7兆円)：独立行政法人の出資金や政策的に国に保有義務のある株式等

現金・預金（①） 65.4

有価証券(外貨証券等（②）)142.3

運用寄託金（③） 115.6

貸付金(財融貸付金等（④））122.3

出資金（⑤） 103.7

有形固定資産（⑤） 196.7

その他(特別引出権等) 32.0

資産・負債差額

▲695.7

政府短期証券(外国為替資金証券等（②）) 94.8

公的年金預り金（③） 125.5

財投預託金（④） 10.5

財投債（④） 94.5

建設国債

301.3

特例国債

730.1

その他（復興債等） 38.4

借入金（交付税特会等） 34.2

その他（未払金等） 44.6

負債合計 1,473.8兆円資産合計 778.1兆円

道路等の公共用財産 158.7
庁舎等の国有財産 34.3
物品等  3.7

国債
1,164.3

見合い

（単位：兆円）

令和５年度「国の財務書類」のポイント（令和７年１月）より
（注） ①～⑤は、次頁の説明の番号に対応しています。

〇資産と負債の対応関係（国の財務書類 一般会計・特別会計）

財務省は、毎年度、国全体の資産や負債などのストックの状況をわかりやすく開示する観点から、企
業会計の考え方及び手法（発生主義、複式簿記）を参考として、財務書類を作成・公表しています。一般
会計と特別会計を合算した「国の財務書類」に加え、国の業務と関連する事務・事業を行っている独立
行政法人等も含めた「連結財務書類」も作成・公表しています。

Ⅱ．国の財務書類（一般会計・特別会計及び「連結」）

〇資産と負債の対応関係（国の財務書類 一般会計・特別会計）
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各各科科目目のの特特徴徴及及びび留留意意点点

「国の財務書類」は、企業会計の考え方及び手法を参考として作成していますが、各計算書に表

示されている科目の中には、国の財政・会計制度の下で国の財政活動の特性を踏まえた整理を

行っているものがあります。

貸借対照表に計上されている資産については、見合いの負債を有する資産や売却処分して現金

化することが想定できない資産が相当程度含まれているため、国の負債規模、諸外国の財務状況

との比較においてはこれらを考慮する必要があります。

以下、「国の財務書類」をより正しくご理解いただくために、貸借対照表に計上されている主な科

目の特徴及び留意点についてご説明します。前頁の図もご参照ください。

①①  令令和和５５年年度度末末のの現現金金・・預預金金（（6655..44兆兆円円））はは、、年年度度末末時時点点のの実実際際のの保保有有残残高高をを表表示示ししてていいまませせんん。。

国の会計においては、当該年度の収入支出を整理する期間（出納整理期間）があり、貸借対照表
に計上されている現金・預金残高の金額は、年度終了後の出納整理期間における現金の受払いを
反映したものとなっています。令和５年度末時点の国庫における実際の政府預金残高は15.7兆円
（外貨預け金を除く）ですが、出納整理期間は税収等の受入れが多いため、現金・預金残高は65.4
兆円（外貨預け金を除いた現金・預金は45.8兆円）となりました。

②②  外外貨貨証証券券（（114411..00兆兆円円））とと外外国国為為替替資資金金証証券券（（9933..44兆兆円円））ににつついいてて

有価証券の大部分を占める外貨証券(141.0兆円)については、その取得のため必要となる財源を、
主に外国為替資金証券の発行により調達しています。したがって、資産に計上されている当該外貨
証券を為替介入（外貨売り・円買い）によって売却した場合の収入は、原則として負債に計上されて
いる外国為替資金証券の償還に充てられるものです。
※外貨証券と外国為替資金証券の差額47.6兆円のうち大部分は、為替相場の変動等に伴い大きく増減する性格を有する外貨証  

券の為替換算による増価と、一時的に生じている国庫余裕金の繰替使用により外国為替資金証券の発行残高を減少させたこ

とによるものです。

③③  運運用用寄寄託託金金（（111155..66兆兆円円））とと公公的的年年金金預預りり金金（（112255..55兆兆円円））ににつついいてて

運用寄託金については、将来の年金給付（厚生年金及び国民年金）財源に充てるために保有し
ている保険料等の積立金の一部であり、運用寄託金等に見合う負債を公的年金預り金として計上し
ています。

④④  財財政政融融資資資資金金貸貸付付金金（（111122..33兆兆円円））とと財財投投債債（（9944..55兆兆円円））等等ににつついいてて

貸付金の大部分を占める財政融資資金貸付金（112.3兆円）については、その財源は財投債の発
行により調達した資金や預託金で構成されています。したがって、資産に計上されている財政融資
資金貸付金の回収金は、原則として負債に計上されている財投債の償還等に充てられるものです。

⑤⑤  有有形形固固定定資資産産（（119966..77兆兆円円））、、出出資資金金（（110033..77兆兆円円））ななどどのの計計上上額額ににつついいてて

有形固定資産、出資金などについては、道路や河川といった固定資産（公共用財産）や独立行政
法人などへの出資金など政策目的で保有しており、売却処分して現金化することが想定できないも
のが相当程度含まれています。また、公共用財産の資産計上額は、過去の用地費や事業費を累計
することにより取得原価を推計した価額から減価償却相当額を控除する方法などによって算出して
おり、現金による回収可能額を表すものではありません。

※※資資産産・・負負債債差差額額（（▲▲669955..77兆兆円円））ににつついいてて

資産と負債の差額である資産・負債差額（▲695.7兆円）については、その大部分が過去における
超過費用の累積であることから、概念的には、将来への負担の先送りである特例国債の残高に近い
ものとなります。
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◇ 令和５年度末における国の資産及び負債の状況は、資産合計は778.1兆円（対前年度末比＋

37.4兆円）、負債合計は1,473.8兆円（対前年度末比＋31.1兆円）となり、資産と負債の差額である

資産・負債差額は▲695.7兆円（対前年度末比マイナス幅が6.3兆円縮小）となりました。

◇ 令和５年度の業務費用合計は170.4兆円（対前年度比▲7.2兆円）、財源合計は151.3兆円（対前

年度比＋6.0兆円）となり、財源と費用の差額である超過費用は▲19.0兆円（対前年度比マイナス幅

が13.2兆円縮少）となりました。

〇〇国国のの財財務務書書類類（（一一般般会会計計・・特特別別会会計計））

貸貸借借対対照照表表

業業務務費費用用計計算算書書 資資産産・・負負債債差差額額増増減減計計算算書書

(単位：兆円）

４年度末 ５年度末 増▲減 ４年度末 ５年度末 増▲減

<<資資産産のの部部>> <<負負債債のの部部>>

現金・預金 5533..88 6655..44 1111..66 未払金等 1122..11 1122..66 00..55
有価証券 112255..66 114422..33 1166..77 政府短期証券 8877..77 9944..88 77..11
たな卸資産 44..33 44..33 00..00 公債 11,,114433..99 11,,116644..33 2200..44
未収金等 1111..77 1122..11 00..33 借入金 3333..88 3344..22 00..44
前払費用 22..88 22..44 ▲▲  00..44 預託金 1111..66 1100..55 ▲▲  11..11
貸付金 112255..11 112222..33 ▲▲  22..88 責任準備金 99..77 99..88 00..11
運用寄託金 111144..77 111155..66 00..99 公的年金預り金 112233..00 112255..55 22..55
その他の債権等 1111..55 1144..00 22..55 退職給付引当金等 55..66 55..55 ▲▲  00..22
貸倒引当金 ▲▲  11..44 ▲▲  11..33 00..11 その他の負債 1155..22 1166..88 11..55
有形固定資産 119944..66 119966..77 22..11
無形固定資産 00..44 00..55 00..11
出資金 9977..66 110033..77 66..22 負負債債合合計計((BB)) 11,,444422..77 11,,447733..88 3311..11

<資産・負債差額の部>

▲▲  770022..00 ▲▲  669955..77 66..33

資資産産合合計計（（AA）） 774400..77 777788..11 3377..44
負債及び
資産・負債差額合計 774400..77 777788..11 3377..44

資資産産・・負負債債差差額額((CC))

(単位：兆円） (単位：兆円）

４年度 ５年度 増▲減 ４年度 ５年度 増▲減

人件費 55..22 55..22 ▲▲  00..00 前前年年度度末末資資産産・・負負債債差差額額 ▲▲  668877..00 ▲▲  770022..00 ▲▲  1155..00

社会保障給付費 5522..22 5522..22 00..00 本本年年度度業業務務費費用用合合計計 117777..66 117700..44 ▲▲  77..22

補助金・交付金等（注１）（注２） 7788..11 7711..44 ▲▲  66..88 租税等収入 7766..33 7777..44 11..00

持続化給付金等 11..22 -- ▲▲  11..22 社会保険料 5577..77 5599..77 22..00

地方交付税交付金等 2211..66 2222..00 00..44 その他 1111..44 1144..33 22..99

減価償却費 55..55 55..66 00..00 財財源源合合計計((EE)) 114455..44 115511..33 66..00

支払利息 66..33 66..77 00..44 ▲▲  3322..22 ▲▲  1199..00 1133..22

その他の業務費用 77..44 77..33 ▲▲  00..11 資産評価差額 ▲▲  22..66 44..55 77..00

為替換算差額 1188..55 2211..33 22..99
公的年金預り金
の変動に伴う増減 ▲▲  00..88 ▲▲  22..55 ▲▲  11..77
その他資産・負債
差額の増減 22..11 22..00 ▲▲  00..11

117777..66 117700..44 ▲▲  77..22 ▲▲  770022..00 ▲▲  669955..77 66..33

上
記
以
外

    業業務務費費用用合合計計((DD)) 本本年年度度末末資資産産・・負負債債差差額額((CC))

超超過過費費用用（（財財源源－－業業務務費費用用））（（FF））

（注１）補助金・交付金等には、地方公共団体や独立行政法人などへの委託費、運営費交付金などが含まれています。
（注２）補助金・交付金等には、社会保障に関係する費用が41.8兆円（前年度は47.0兆円）含まれています。
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〇〇連連結結財財務務書書類類（（国国のの財財務務書書類類    一一般般会会計計・・特特別別会会計計  ととのの比比較較））

◇ 国の業務と関連する事務・事業を行っている（注）、特殊法人等198法人を連結対象としています。
   （注）業務関連性は、監督権限（「法人の長及び監事の任命及び解任」及び「予算及び事業計画等の認可」の双方の権限）及び財政支出（   

出資金や補助金等）の有無によって判断しています。

◇   連結により、資産が270.8兆円、負債が103.0兆円増加し、その結果、資産・負債差額のマイナス

幅は167.9兆円縮小しています。これは、GPIFの純資産（プラスの資産・負債差額）が加算されるこ

となどによりますが、連結においても資産・負債差額がマイナスの状態は変わりません。

◇ 連結により、業務費用が13.6兆円、財源が62.5兆円増加し、その結果、財源合計が業務費用合

計を29.9兆円上回る超過財源となっていますが、これは、将来の年金給付に充てられるGPIFの資

産運用損益が45.4兆円（対前年度比＋42.5兆円）生じたことが主な要因となっています。 

(単位：兆円） (単位：兆円）

国の財務書類 連結財務書類 差　額 国の財務書類 連結財務書類 差　額

人件費 55..22 88..99 33..77 前前年年度度末末資資産産・・負負債債差差額額 ▲▲  770022..00 ▲▲  558811..88 112200..22

社会保障給付費 5522..22 5522..22 -- 本本年年度度業業務務費費用用合合計計（（BB）） 117700..44 118844..00 1133..66

保険金等支払金 -- 22..88 22..88 租税等収入 7777..44 7777..44 --
国家公務員共済組合
連合会等交付金 44..88 44..55 ▲▲  00..33 社会保険料 5599..77 5599..11 ▲▲  00..66

保険料等交付金 1111..00 -- ▲▲  1111..00 その他 1144..33 7777..44 6633..11

補助金等　（注） 5522..44 4455..66 ▲▲  66..99 財財源源合合計計（（AA）） 115511..33 221133..88 6622..55

運営費交付金 33..11 -- ▲▲  33..11 ▲▲超超過過費費用用//超超過過財財源源（（AA--BB）） ▲▲  1199..00 2299..99 4488..99

地方交付税交付金等 2222..00 2222..00 -- 資産評価差額 44..55 33..66 ▲▲  00..88

減価償却費 55..66 88..11 22..55 為替換算差額 2211..33 2211..44 00..11

支払利息 66..77 77..77 11..11
公公的的年年金金預預りり金金
のの変変動動にに伴伴うう増増減減 ▲▲  22..55 ▲▲  22..99 ▲▲  00..44

その他の業務費用 77..33 3322..33 2244..99 その他資産・負債差額の増減 22..00 11..99 ▲▲  00..11

業業務務費費用用合合計計（（BB）） 117700..44 118844..00 1133..66 本本年年度度末末資資産産・・負負債債差差額額 ▲▲  669955..77 ▲▲  552277..99 116677..99

上
記
以
外

補
助
金
・
交
付
金

連連結結業業務務費費用用計計算算書書 連連結結資資産産・・負負債債差差額額増増減減計計算算書書

（注）補助金等には、地方公共団体等への委託費等が含まれています。

連連結結貸貸借借対対照照表表
(単位：兆円）

国の財務書類 連結財務書類 差　額  国の財務書類 連結財務書類 差　額  

<<資資産産のの部部>> <<負負債債のの部部>>

現金・預金 6655..44 110066..11 4400..88 未払金等 1122..66 1155..66 33..11
有価証券 114422..33 442266..22 228833..99 政府短期証券 9944..88 9944..88 00..00
たな卸資産 44..33 55..00 00..77 公債 11,,116644..33 11,,115522..22 ▲▲  1122..11
未収金等 1122..11 1144..22 22..11 独立行政法人等債券 -- 6611..88 6611..88
貸付金 112222..33 115599..44 3377..11 借入金 3344..22 4422..55 88..33
運用寄託金 111155..66 -- ▲▲  111155..66 預託金 1100..55 11..55 ▲▲  99..00
貸倒引当金等 ▲▲  11..33 ▲▲  44..00 ▲▲  22..88 郵便貯金 -- 00..44 00..44
有形固定資産 119966..77 228844..22 8877..44 責任準備金 99..88 3300..00 2200..22
無形固定資産 00..55 11..55 11..00 公的年金預り金 112255..55 113300..44 44..99
出資金 110033..77 2288..55 ▲▲  7755..22 退職給付引当金等 55..55 88..00 22..55
支払承諾見返等 -- 22..33 22..33 支払承諾等 -- 22..33 22..33
その他の資産 1166..44 2255..55 99..22 その他の負債 1166..88 3377..33 2200..55

負負債債合合計計 11,,447733..88 11,,557766..88 110033..00
<資産・負債差額の部>

資資産産・・負負債債差差額額 ▲▲  669955..77 ▲▲  552277..99 116677..99

資資産産合合計計 777788..11 11,,004488..99 227700..88
負債及び
資産・負債差額合計 777788..11 11,,004488..99 227700..88
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予算がどのように使われ、どのような成果をあげたかを評価・検証し、予算への反映等を行う、予算編成に
おけるＰＤＣＡサイクルの取組を実施しており、令和７年度予算編成においても以下の反映等を行っています。

予
算

予
算
執
行

評価・検証
・国会の議決
・決算検査報告
・予算執行調査
・政策評価
・行政事業レビュー

等

予
算
へ
の
反
映
等

Plan Do Check Action

Ⅲ．ＰＤＣＡサイクル

(注) 計数については、精査の結果、異同を生じる場合がある。

予
算

Plan

  決算に関する国会の議決については、審議の内容等を踏まえ、的確に反映。   
      〈例〉滑走路誤進入に係る注意喚起システムの強化等を進めるとともに、航空機の離着陸に係る監視体制の強化を図るため、

      離着陸調整担当を新設するなど航空管制官の人的体制の強化・拡充に取り組むこととした。 
         【国土交通省】【反映額：46億円（うち令和６年度補正予算（第１号）：27億円）】

  会計検査院の指摘については、個別の事務・事業ごとに必要性や効率性を洗い直し。
      〈例〉独立行政法人農林漁業信用基金が行う貸付けの規模を見直し、過大となる貸付金に相当する政府出資金を国庫納付する

      予定。
      【農林水産省】【反映額：109億円（歳入）】

  決算結果を踏まえ、個々の予算の内容等を厳正に見直し。
      〈例〉住宅・建築物需給一体化型等省エネルギー投資促進事業の執行状況を踏まえ、実績単価等を予算積算に適切に反映する

      ことにより、所要額の見直しを行った。
      【経済産業省】【反映額：▲３億円】

 各行政機関が行った政策評価の結果に基づき、個々の事務事業の検証を行い、的確に反映。
      〈例〉農山漁村発イノベーション推進事業のうち地域活性化型について、地域の活動計画の策定や専門的スキルを持つ外部人

材の活用等を支援しているが、外部人材の活用が低調となっていることから、新規採択件数を精査することにより予算額
を縮減した。

      【農林水産省】【反映額：▲0.5億円】  

  令和６年度予算執行調査については、31件の調査を実施。
  調査結果を踏まえ、事業等の必要性、有効性及び効率性について検証を行い、的確に反映。
      〈例〉地域課題解決のためのスマートシティ推進事業について、データ連携が進まない結果、サービスが充実しないため住民

の利用も進まず、関係者の理解も進んでいない状況にある場合が多いことを踏まえ、本事業を継続しても「スマートシ
ティ」は実現されないと考えられることから、令和６年度で予算措置を終了することとした。

      【総務省】【反映額：▲３億円】

◆  国会の議決・決算検査報告等の反映状況

◆ 政策評価の結果の反映状況

◆  予算執行調査の反映状況

 行政事業レビューシートのシステムを予算編成過程において活用し、全ての予算事業におけるＥＢＰＭを推進。
 行政改革推進会議の下で進める秋の年次公開検証（秋のレビュー）等の指摘を予算編成において適切に反映し、
予算の質を向上。

      〈例〉「農林水産省共通申請サービス（eMAFF）」について、オンライン申請件数に応じて業務見直しを行った上で、成果  
目標や達成状況の把握が可能となるようなKPIの設定を検討することとした。その際、行政事務の効率化についても定
量的な成果目標を設定することとし、デジタル庁はその達成状況を確認することとした。また、デジタル庁は各府省の
システムについても費用と効果の進捗管理をし、進捗が不十分なシステムの縮小・停止も含め、見直しを指示すること
とした。【農林水産省・デジタル庁】

◆ 行政事業レビューの活用
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55
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平2
(1990)

12
(2000)

22
(2010)

令2
(2020)

（％）

参考 戦前からの債務残高対GDP比の推移

（年度）

1894年

日清戦争

1904年

日露戦争
1923年

関東大震災

1927年

昭和金融恐慌

1931年

満州事変

1914～1918年

第１次世界大戦

1941～1945年

第２次世界大戦

※1945年度についてはGNPの
データがなく算出不能

1964年

東京オリンピック

1971年

ニクソンショック

1973年

第１次石油危機

1979年

第２次石油危機

1991年～

バブル崩壊

1961年

国民皆保険制度

導入

1997年

アジア通貨危機

国内金融システム不安

ハイパーインフレーション発生、
預金封鎖、新円切替、
財産税、戦時特別補償税等
による債務調整

2008年

リーマンショック

2011年

東日本大震災

2020年～

新型コロナウイルス

22002255年年度度
223311..22％％

（注１） 政府債務残高は、「国債及び借入金現在高」の年度末の値（「国債統計年報」等による）。令和６年度までは実績、令和７年度は予算
に基づく計数であり、政府短期証券のうち財政融資資金証券、外国為替資金証券、食糧証券の残高が発行限度額（計210兆円）となって
いることに留意。なお、昭和20年度は第２次世界大戦終結時によりＧＮＰのデータがなく算出不能。

（注２）ＧＤＰは、昭和４年度までは「大川・高松・山本推計」における粗国民支出、昭和５年度から昭和29年度までは名目ＧＮＰ、昭和30年度
以降は名目ＧＤＰの値（昭和29年度までは「日本長期統計総覧」、昭和 30年度以降は国民経済計算による（昭和30年度から昭和54年度
までは68SNAベース、昭和55年度から平成５年度までは93SNAベース、平成６年度以降は08SNAベース）。）。ただし、令和７年度は、内
閣府「中長期の経済財政に関する試算」（令和７年８月７日）による。
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60
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（注１）一般会計税収、一般会計歳出及び新規国債発行額は、令和６年度までは決算、令和７年度は予算による。
（注２）普通国債残高は、令和６年度末までは実績、令和７年度末は予算に基づく見込み。
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写真

財務省ホームページ

https://www.mof.go.jp/

〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1
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